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廃
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具
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電
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製
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回
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処
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法
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建
設
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目
次

要
旨

キ
ー
ワ
ー
ド

序
言

中
国
の
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
回
収
処
理
活
動
が
無
秩
序

化
し
た
原
因
の
分
析

一

正
規
の
回
収
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
欠
如

一
）
移
動
性
行
商
人
が
戸
別
訪
問
し
て
買
い
上
げ
る

二
）
家
庭
用
電
気
製
品
販
売
商
に
よ
る
下
取
り
販
売
を
通
じ
て

の
回
収

三
）
捨
て
る

四
）
そ
の
他
の
経
路：

寄
贈
、
地
域
社
会
の
回
収
所
、
引
越
会

社
、
中
古
品
市
場
で
の
回
収
、
山
積
み
放
置
な
ど

二

分
解
処
理
業
に
関
す
る
法
律
上
の
資
質
制
限
の
長
期
に
わ
た
る
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★
注
意
‼

追
出
し
、
約
物
：
行
頭
・
行
中
・
行
末
⬇
全
角
★

★
中
国
語
の
画
像
多
い
★

★
中
国
語
の
作
字
の
太
さ
に
合
わ
せ
る
た
め
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の
み
タ
イ
ト
ル
の
「
鈴
木
光
」
をL

H
M

に
し
た
★

★字どりかけてるので注意★



不
存
在

中
国
に
お
け
る
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
回
収
処
理
試
験

一

第
一
段
階：

循
環
経
済
の
「
不
用
ま
た
は
中
古
の
家
庭
用
電
気

製
品
回
収
利
用
」
試
験
（
二
〇
〇
三
年
一
二
月
〜
二
〇
〇
九
年

一
月
）

一
）
試
験
の
基
本
的
情
況

二
）
試
点
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応
じ
て
制
定
さ
れ
た
法
律

ａ
）「
固
体
廃
棄
物
に
よ
る
環
境
汚
染
を
防
除
す
る
た
め
の
法

律
」

ｂ
）「
電
子
情
報
製
品
に
よ
る
汚
染
を
制
御
・
管
理
す
る
た
め

の
規
則
」

ｃ
）「
循
環
経
済
促
進
法
」

ｄ
）「
電
子
廃
棄
物
に
よ
る
環
境
汚
染
を
防
除
し
管
理
す
る
た

め
の
規
則
」

二

第
二
段
階：

「
条
例
」
の
実
施
と
合
わ
せ
て
行
う
試
験
（
二
〇

〇
九
年
二
月
〜
）

一
）「
条
例
」
の
お
も
な
内
容

ａ
）「
条
例
」
の
調
整
範
囲

ｂ
）
拡
大
生
産
者
責
任
制
度

ｃ
）
さ
ま
ざ
ま
な
経
路
に
よ
る
回
収
と
集
中
処
理
制
度

二
）
政
府
の
財
政
部
門
が
補
助
す
る
家
庭
用
電
気
製
品
下
取
り

販
売
試
験

三

回
収
体
系
の
改
革：

再
生
資
源
回
収
体
系
試
験

将
来
の
課
題
と
展
望

一

E
P
R

原
則
の
導
入
の
程
度

二

回
収
体
系
の
建
設

三

地
方
政
府
の
責
務

謝
辞

著
者
紹
介

原
注

訳
注

訳
者
あ
と
が
き

【
要
旨
】

現
在
中
国
で
は
、
次
第
に
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
廃
棄
の
ピ
ー
ク

期
を
迎
え
つ
つ
あ
る
が
、
相
応
の
立
法
規
範
が
欠
如
し
て
い
る
た
め
、

そ
の
回
収
・
処
理
活
動
は
基
本
的
に
無
秩
序
の
状
態
を
呈
し
て
お
り
、

環
境
と
人
体
の
健
康
に
き
わ
め
て
大
き
な
危
害
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
そ

の
お
も
な
原
因
に
は
、
正
規
の
回
収
（
収
集
）
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
不
十

分
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
分
解
処
理
業
に
関
す
る
法
律
上
の
資
質
制
限

資 料
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が
長
期
に
わ
た
り
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
の
二
つ
の
側
面
が

あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
国
は
、
不
用
ま
た
は
中
古

の
家
庭
用
電
気
製
品
の
回
収
・
処
理
試
験
、
政
府
の
財
政
部
門
が
補
助

す
る
下
取
り
販
売
試
験
、
お
よ
び
再
生
資
源
回
収
体
系
建
設
試
験
を
推

進
し
た
。
こ
れ
ら
の
試
験
は
、
規
範
に
合
っ
た
回
収
体
系
を
確
立
す
る

こ
と
が
一
貫
し
て
問
題
の
核
心
で
あ
る
こ
と
、
比
較
的
実
行
し
得
る
経

路
は
地
域
社
会
の
回
収
所
を
基
点
と
す
る
回
収
（
収
集
）
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
で
あ
る
こ
と
、
を
反
映
し
て
い
る
。
法
制
建
設
の
領
域
に
お
い
て

は
、
「
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
回
収
処
理
管
理
条
例
（

）
」
の
公
布
が
示
す
よ
う
に
、
中
国
に

お
け
る
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
回
収
処
理
法
制
が
次
第
に
体
系
化

さ
れ
つ
つ
あ
る
。
同
条
例
は
さ
ま
ざ
ま
な
回
収
経
路
と
集
中
処
理
制
度

を
定
め
、
分
解
処
理
企
業
の
敷
居
を
高
く
し
、
生
産
者
は
環
境
に
配
慮

し
た
設
計
を
す
る
こ
と
、
お
よ
び
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
処
理

を
特
定
目
的
と
す
る
基
金
を
納
め
る
責
任
を
負
う
べ
き
こ
と
を
規
定
し

た
。
本
「
条
例
」
は
原
則
的
な
条
項
に
よ
り
そ
の
多
く
を
占
め
ら
れ
て

い
る
た
め
、
今
後
、E

P
R

原
則
の
実
施
、
回
収
体
系
の
完
備
、
地
方

政
府
機
能
の
強
化
な
ど
の
課
題
を
め
ぐ
り
、
一
連
の
附
属
的
規
則
を
制

定
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

中
国

廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品

さ
ま

ざ
ま
な
回
収
経
路

集
中
処
理

拡

大
生
産
者
責
任
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u
c
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a
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m
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e
c
o
v
e
r
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n
d
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o
sa
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o
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W
a
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E
le
c
tr
ic
a
l
 
a
n
d

 
E
le
c
tr
o
n
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q
u
ip
m
e
n
t in
 
C
h
in
a
 
Z
h
on
g W

eiho
ng

 
A
b
str
a
c
t:
A
t p
resent,

C
h
in
a
 
ha
s grad

ually
 
en
tered

 
th
e

 
peak o

f w
a
ste electrica

l a
nd electronic equ

ip
m
ent
(W
E
E
E
).

D
ue to th

e la
ck of correspo

nd
in
g legislatio

n,
its recov

ery
 

and disp
osal a

re b
asically in a sta

te o
f disorder,

a
nd such

 
a situ

atio
n has b

ro
ugh
t great harm

 
to the en

viron
m
ent a

nd
 

hum
a
n h
ealth.

T
he reaso

ns m
ig
ht b
e classified into tw

o
 

k
ind
s:lack of regu

lar netw
ork of co

llection
,an
d n
o restric-

tion o
n q
ua
lifica

tion o
f processing in

du
stry fo

r a lon
g-

term
.
T
o ad

dress this issue,
th
e C
h
in
ese cen

tra
l gov

ern
-

m
en
t h
as p
rom
o
ted several p

ro
jects,

in
clu
ding th

e
“P
ilo
t
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P
roject o

f R
ecov

ery
 
an
d
 
D
isp
osal of U

sed
 
H
ou
seh
old

 
A
p
plia
nces”,

“P
ilo
t P
roject of G

iv
in
g 
S
ubsid

ies to
 B
u
y

 
N
ew H

o
m
e A
p
plia
nces w

h
ile  P

h
asin
g o
ut U

sed O
nes”,an

d

“P
ilo
t P
roject of C

o
nstruction

 o
f R
en
ew
ab
le R

eso
urces

 
R
ecov

ery S
ystem

”.
T
hese pilo

t projects p
ro
ve d tha

t the
 

esta
blishm

ent o
f a
 
sta
nda
rd
ized
 
collection

 
system

 
ha
s

 
alw
a
ys been

 
the
 
core

 
issu
e
 
a
n
d
 
the
 
com
m
un
ity
-b
ased

 
colle ction n

etw
ork is m

o
re v
ia
ble in C

h
in
a.
O
n the bu

ild-

in
g of the lega

l sy
stem

,
th
e p
ro
m
ulga

tio
n o
f th
e R
eg
ula-

tio
ns o
n th
e A
dm
inistra

tio
n o
f th
e R
eco
very an

d D
ispo
sa
l

 
of W

a
ste E

lectrica
l an
d E
lectron

ic E
q
uipm

ent m
ark
ed the

 
leg
al system

 
creation

 
o
f the

 recov
ery
 
and
 
disp
osal of

 
W
E
E
E in C

h
in
a.
It introdu

ces m
u
ltiple-cha

nn
el co

llectio
n

 
an
d cen

tra
lized treatm

ent system
.
It a
lso ra

ises th
e q
u
ali-

fica
tio
n req

uirem
ents of processing en

terp
rises,

a
nd stip

u-

la
tes
 
tha
t
 
the
 
prod

ucers
 
sh
ou
ld
 
p
ro
m
ote
 
desig

n-for-

env
iron
m
en
t an
d m
a
k
e contrib

ution to th
e fu
nd earm

ark
ed

 
for processing W

E
E
E p
urp
oses respon

sibilities.
S
in
ce th

e
 

reg
ulation is o

nly a fram
ew
o
rk
,
it sh

ou
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e im

prov
ed b
y

 
form

ulatin
g
 
a
 
series o
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ecification

s fo
cusin

g
 
o
n
 
the

 

perfection
 
of th

e co
llectio

n
 
system

,
im
p
lem
enta

tio
n
 
o
f

 
E
P
R
 
p
rinciple,

stren
gthen

in
g
 
th
e a
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inistratio

n
 
o
f th
e

 
loca
l g
ov
ern
m
ent.

K
e
y
 
w
o
r
d
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C
h
in
a W

E
E
E
 
m
u
ltip
le-ch

a
n
n
el co

llectio
n

 
cen
tra
lized treatm

ent
 
E
P
R

Ⅰ

序
言

中
国
は
、
経
済
の
急
速
な
発
展
に
伴
い
、
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の

生
産
・
消
費
大
国
に
な
っ
た
。
国
家
統
計
局
の
示
し
た
数
値
に
よ
る

と
、
一
九
九
〇
年
代
以
来
、
中
国
の
都
市
と
農
村
の
住
民
が
所
有
す
る

家
庭
用
電
気
製
品
の
数
は
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
（
注
１
）（
図

２
・

１
、
２
・
２
）
。
国
家
環
境
保
護
部
の
推
計
に
基
づ
く
と
、
二
〇
〇
六

年
の
中
国
に
お
け
る
お
も
な
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
社
会
全
体
の
保

有
量
は
、
テ
レ
ビ
約
四
億
九
〇
〇
〇
万
台
、
電
気
冷
蔵
庫
約
二
億
二
〇

〇
〇
万
台
、
洗
濯
機
約
二
億
六
〇
〇
〇
万
台
、
空
気
調
節
機
約
一
億
五

〇
〇
〇
万
台
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
約
八
〇
〇
〇
万
台
、
合
計
一
二
億
台
で

あ
る
。
二
〇
〇
六
年
に
お
け
る
こ
れ
ら
五
種
類
の
製
品
の
実
際
の
廃
棄

量
は
、
テ
レ
ビ
約
四
六
〇
万
台
、
電
気
冷
蔵
庫
約
二
一
〇
万
台
、
洗
濯

機
約
二
五
〇
万
台
、
空
気
調
節
機
約
一
四
〇
万
台
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
約
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二
〇
〇
万
台
、
合
計
一
二
六
〇
万
台
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
さ
ら
に
毎

年
大
量
の
携
帯
電
話
、
複
写
機
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
機
、
お
よ
び
プ
リ
ン

タ
ー
等
の
電
子
製
品
が
廃
棄
処
分
と
な
り
、
捨
て
ら
れ
て
い
る
（
注

２
）
。

廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
（
注
３
）
に
は
、
鉛
、
カ
ド
ミ
ウ
ム
、

水
銀
、
六
価
ク
ロ
ム
、
ポ
リ
塩
化
ビ
ニ
ー
ル
、
臭
化
阻
燃
剤
等
の
有

毒
・
有
害
物
質
が
大
量
に
含
ま
れ
て
お
り
、
処
理
が
不
適
当
な
場
合

は
、
環
境
や
人
体
の
健
康
に
き
わ
め
て
大
き
な
危
害
を
及
ぼ
す
。
他

方
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
に
は
、
鉄
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
銅
、

ガ
ラ
ス
や
各
種
の
希
少
金
属
（
レ
ア
メ
タ
ル
）
、
お
よ
び
回
収
・
利
用

に
供
し
得
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
資
源
が
豊
富
に
含
ま
れ

る
の
で
、
〔
そ
れ
ら
の
〕
再
生
利
用
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
資
源
が
日
に

日
に
欠
乏
し
て
い
く
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
の
に
役
立
つ
。
中
国
に

お
け
る
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
再
生
利
用
は
、
相
応
の
立
法
規

範
が
欠
如
し
て
い
る
た
め
、
基
本
的
に
無
秩
序
状
態
に
あ
る
。
い
く
つ

か
の
地
区
に
は
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
を
手
作
業
で
分
解
処
理

す
る
個
人
経
営
の
工
場
が
非
常
に
多
く
存
在
す
る
が
、
〔
こ
う
し
た
と

こ
ろ
で
は
〕
短
期
間
の
う
ち
に
効
果
と
利
益
を
得
よ
う
と
し
て
、
野
焼

き
を
し
た
り
、
強
酸
に
浸
す
な
ど
、
原
始
的
か
つ
旧
式
の
方
法
で
貴
金

属
を
取
り
出
し
、
排
気
ガ
ス
・
廃
液
・
固
形
廃
棄
物
を
自
由
に
排
出

図-２・１ 中国の都市と町における家庭百軒当たりの家庭用電気製品
保有台数（注１） （単位：台)

図-２・２ 中国の農村における家庭百軒当たりの家庭用電気製品
保有台数（注１） （単位：台)
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し
、
大
気
・
土
壌
お
よ
び
水
に
深
刻
な
汚
染
を
も
た
ら
し
、
人
の
健
康

に
損
害
を
与
え
た
。
こ
の
う
ち
、
国
際
社
会
に
比
較
的
大
き
な
影
響
を

与
え
た
の
が
、
浙
江
省
の
台
州
や
広
東
省
の
貴
嶼
地
区
な
ど
の
例
で
あ

る
。
た
と
え
ば
広
東
省
の
貴
嶼
鎮
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
初
め
か
ら
メ

デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
世
に
そ
の
名
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
メ
デ
ィ
ア
の
言
葉
を
借
り
る
と
、
〔
当
該
地
域
に
お
け
る
〕
廃
棄

電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
処
理
方
法
は
、
「
一
九
世
紀
の
加
工
技
術
を

用
い
て
、
二
一
世
紀
の
ゴ
ミ
を
処
理
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た

方
法
は
資
源
の
浪
費
を
も
た
ら
し
、
環
境
と
人
の
健
康
に
き
わ
め
て
大

き
な
危
害
を
及
ぼ
し
た
。
以
下
に
示
す
表
は
、
貴
嶼
鎮
で
生
ま
れ
、
か

つ
〔
貴
嶼
鎮
に
〕
長
期
的
に
居
住
し
て
い
る
一
〜
六
歳
児
の
平
均
血
中

鉛
レ
ベ
ル
と
鉛
中
毒
率
が
、
い
ず
れ
も
隣
接
す
る
陳
店
鎮
よ
り
も
は
る

か
に
上
回
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
（
表

１
・
１
）
（
注

４
）
。

こ
こ
数
年
来
、
国
は
徐
々
に
こ
の
問
題
を
き
わ
め
て
重
視
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
国
は
、
二
〇
〇
三
年
に
、
浙
江
省
、
青
島
市
、
広
東
省
貴

嶼
鎮
を
、
不
用
ま
た
は
中
古
の
家
庭
用
電
気
製
品
お
よ
び
電
子
製
品
回

収
処
理
体
系
の
試
験
部
門
と
定
め
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
規

範
的
回
収
処
理
の
試
験
モ
デ
ル
を
積
極
的
に
組
織
し
推
進
し
た
。
商
務

部
は
、
二
〇
〇
六
年
以
降
、
北
京
、
上
海
、
西
安
な
ど
の
二
四
都
市
に

お
い
て
、
再
生
資
源
回
収
体
系
を
作
り
上
げ
る
試
験
活
動
を
行
っ
た
。

二
〇
〇
九
年
六
月
か
ら
は
再
び
北
京
、
上
海
、
広
東
な
ど
の
九
つ
の
省

と
市
が
、
下
取
り
販
売
方
式
に
よ
る
不
用
ま
た
は
中
古
の
家
庭
用
電
気

製
品
の
回
収
体
系
試
験
を
発
表
し
た
。
法
制
建
設
の
領
域
に
お
い
て

は
、
中
国
は
二
〇
〇
四
年
に
「
固
体
廃
棄
物
に
よ
る
環
境
汚
染
を
防
除

す
る
た
め
の
法
律

」
を
改
正
し
、
二

〇
〇
六
年
に
は
中
国
版R

oH
S

｜

す
な
わ
ち
「
電
子
情
報
製
品
に
よ

る
汚
染
を
制
御
・
管
理
す
る
た
め
の
規
則

」
お
よ
び
「
再
生
資
源
を
回
収
管
理
す
る
た
め
の
規
則

」
を
公
布
し
た
。
二
〇
〇
七
年
に
は

「
電
子
廃
棄
物
に
よ
る
環
境
汚
染
を
防
除
し
管
理
す
る
た
め
の
規
則

」
を
、
二
〇
〇
八
年
に
は

「
循
環
経
済
促
進
法

」
を
公
布
し
た
。
ま
た
同

年
に
は
、
二
〇
一
一
年
一
月
一
日
施
行
予
定
の
中
国
版W

E
E
E

｜

表

１
・
１

一
〜
六
歳
児
の
血
中
鉛
レ
ベ
ル
と
鉛
中
毒
率
の
対
比

注
４
）

地

区

平
均
血
中
鉛
レ
ベ
ル

鉛
中
毒
率

貴
嶼
鎮

一
五
三

〇

±

五
七

九

八
一

八
〇
％

陳
店
鎮

九
九

四

±

四
〇

五

三
七

三
〇
％

2
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ど
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⬅
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す
な
わ
ち
「
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
回
収
処
理
管
理
条
例

」
（
以
下
「
条
例
」
と

略
称
）
が
公
布
さ
れ
た
。
同
条
例
に
よ
り
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製

品
の
回
収
処
理
活
動
の
基
本
的
枠
組
み
が
構
築
さ
れ
、
当
該
領
域
に
お

け
る
依
る
べ
き
法
が
無
い
状
態
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
。
「
条
例
」
の

実
施
に
協
力
す
る
た
め
、
二
〇
〇
九
年
に
は
「
家
庭
用
電
気
製
品
下
取

り
販
売
実
施
規
則

」
と
「
家
庭
用
電
気

製
品
下
取
り
販
売
運
送
費
補
助
規
則

」
が
、
そ
し
て
二
〇
一
〇
年
に
は
「
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品

の
処
理
に
係
る
汚
染
制
御
技
術
に
つ
い
て
の
規
範

」
が
相
次
い
で
公
布
さ
れ
た
。
上

述
の
法
律
、
法
規
、
お
よ
び
規
則
に
よ
り
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製

品
の
回
収
処
理
に
関
す
る
法
律
体
系
は
次
第
に
作
り
上
げ
ら
れ
て
き
た

（
注
５
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
法
律
、
法
規
、
お
よ
び
規
則
は
、
中
国

の
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
回
収
処
理
過
程
に
存
在
す
る
問
題
を

効
果
的
に
解
決
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
の
意
義
は
、
上
述
の
法

律
、
法
規
、
お
よ
び
規
則
の
実
施
過
程
と
そ
の
効
果
を
観
察
し
、
現
に

あ
る
問
題
と
将
来
の
発
展
の
動
向
を
探
究
す
る
こ
と
に
あ
る
。
本
稿
の

第
一
部
分
で
は
研
究
の
背
景
と
目
的
を
説
明
し
、
第
二
部
分
で
は
現
在

の
中
国
に
お
け
る
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
回
収
処
理
活
動
が
無

秩
序
状
態
に
あ
る
原
因
を
分
析
し
た
。
第
三
部
分
で
は
廃
棄
電
気
器

具
・
電
子
製
品
の
回
収
処
理
試
験
の
過
程
と
そ
の
間
に
公
布
さ
れ
た
法

律
、
法
規
、
お
よ
び
規
則
を
観
察
し
、
第
四
部
分
で
は
将
来
直
面
す
る

で
あ
ろ
う
課
題
を
探
究
し
た
。

Ⅱ

中
国
の
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
回
収
処
理
活
動

が
無
秩
序
化
し
た
原
因
の
分
析

一

正
規
の
回
収
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
欠
如

こ
れ
ま
で
中
国
で
は
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
回
収
が
法
律

上
強
制
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
〔
こ
れ
ら
の
回
収
に
つ
い
て
は
〕

人
々
の
長
年
に
わ
た
る
社
会
生
活
の
な
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
路
の
回

収
体
系
が
自
発
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
（
注
６
）
（
表

２
・
２
）
。

一
）
移
動
性
行
商
人
が
戸
別
訪
問
し
て
買
い
上
げ
る

中
国
に
お
け
る
不
用
ま
た
は
中
古
の
物
資
を
回
収
利
用
す
る
歴
史

は
、
一
九
五
〇
年
代
の
計
画
経
済
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で

き
る
。
〔
当
時
は
〕
物
資
が
極
端
に
不
足
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
政
府
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は
民
衆
に
対
し
、
経
済
発
展
を
促
進
す
る
た
め
不
用
ま
た
は
中
古
の
物

資
を
少
し
ず
つ
た
め
て
売
り
渡
す
よ
う
呼
び
か
け
た
。
た
と
え
ば
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
、
ガ
ラ
ス
瓶
、
古
紙
、
不
用
ま
た
は
中
古
の
金
属
か
ら
、
ア

ヒ
ル
の
羽
毛
、
ガ
チ
ョ
ウ
の
羽
毛
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
の
生
活
廃
棄

物
は
一
定
の
価
格
で
回
収
業
者
に
売
る
こ
と
が
で
き
た
。
回
収
業
は
、

工
業
部
門
の
「
物
資
局

」
と
商
業
部
門
の
「
購
入
販
売
協

同
組
合
（
供

社
）
」
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
お
り
、
前
者
は
お
も
に

産
業
廃
棄
物
を
回
収
し
、
後
者
は
お
も
に
生
活
廃
棄
物
を
回
収
し
た
。

購
入
販
売
協
同
組
合
は
全
国
各
地
に
廃
品
回
収
所
を
設
置
し
、
都
市
か

ら
農
村
に
至
る
ま
で
の
買
い
上
げ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り
上
げ
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
一
九
九
〇
年
代
の
改
革
開
放
以
後
、
多
数
の
購
入
販
売

協
同
組
合
が
経
営
不
振
に
陥
り
倒
産
す
る
一
方
、
多
く
の
個
人
経
営
従

業
者
が
不
用
ま
た
は
中
古
物
資
買
い
上
げ
業
界
に
参
入
し
て
き
た
。
こ

れ
ら
の
行
商
人
は
、
中
国
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
都
市
に
お
り
、
三
輪
自
転

車
や
自
転
車
な
ど
の
簡
単
な
交
通
手
段
を
利
用
し
て
街
を
移
動
し
、
あ

ち
こ
ち
の
路
地
を
訪
ね
歩
き
、
家
々
を
戸
別
訪
問
し
て
は
廃
棄
電
気
器

具
・
電
子
製
品
を
含
む
不
用
ま
た
は
中
古
の
物
資
を
買
い
上
げ
る
た
め

「
ゲ
リ
ラ
部
隊

」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
〔
買
い
上

げ
〕
方
法
は
、
消
費
者
に
行
き
届
い
た
戸
別
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

し
、
消
費
者
が
〔
不
用
ま
た
は
中
古
の
物
資
を
〕
自
ら
運
ぶ
手
間
や
費

用
を
軽
減
し
、
か
つ
〔
買
い
上
げ
〕
価
格
も
他
の
方
法
に
比
べ
わ
ず
か

に
高
い
た
め
、
各
地
に
お
い
て
は
通
常
こ
の
方
法
に
よ
り
回
収
さ
れ
る

廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
割
合
が
最
大
の
比
率
を
占
め
て
い
る
。

行
商
人
た
ち
が
買
い
上
げ
た
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
が
一
般
に

流
れ
て
い
く
方
向
に
は
、
第
一
に
中
古
品
市
場
、
第
二
に
都
市
と
農
村

の
連
接
地
区
に
あ
る
不
用
ま
た
は
中
古
の
電
子
・
電
気
器
具
製
品
集
散

地
に
運
ば
れ
た
あ
と
、
個
人
経
営
の
手
作
業
に
よ
る
分
解
工
場
（
作

坊
）
に
転
売
さ
れ
る
、
第
三
に
〔
行
商
人
が
〕
自
ら
分
解
し
、
一
部
の

金
属
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
み
を
回
収
し
、
残
り
を
捨
て
、
資
源
の
浪
費

と
環
境
汚
染
を
引
き
起
こ
す
、
が
あ
る
。
移
動
性
行
商
人
は
い
か
な
る

登
録
登
記
も
し
て
い
な
い
た
め
、
政
府
は
〔
行
商
人
を
〕
効
果
的
に
監

視
・
管
理
す
る
す
べ
が
な
い
。
現
在
の
中
国
に
お
い
て
廃
棄
電
気
器

具
・
電
子
製
品
の
分
解
処
理
が
無
秩
序
状
態
に
あ
る
お
も
な
原
因
は
、

移
動
性
行
商
人
が
大
量
に
存
在
し
、
そ
れ
が
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製

品
回
収
の
お
も
な
経
路
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

二
）
家
庭
用
電
気
製
品
販
売
商
に
よ
る
下
取
り
販
売
を
通
じ
て

の
回
収

大
・
中
規
模
の
各
都
市
で
は
、
し
ば
し
ば
家
庭
用
電
気
製
品
販
売
商
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が
下
取
り
販
売
活
動
を
通
じ
て
家
庭
用
電
気
製
品
の
販
売
を
促
進
し
て

い
る
。
販
売
商
は
、
中
古
の
家
庭
用
電
気
製
品
の
価
格
を
決
定
し
、
新

品
の
家
庭
用
電
気
製
品
の
代
金
か
ら
差
し
引
き
、
客
に
品
物
を
届
け
る

際
、
中
古
の
家
庭
用
電
気
製
品
を
運
び
去
る
。
下
取
り
販
売
を
通
じ
て

廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
を
回
収
す
る
方
法
は
、
家
庭
用
電
気
製
品

販
売
商
と
製
造
業
者
が
共
同
で
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
製
造
業
者

は
一
般
に
、
回
収
処
理
に
直
接
関
与
せ
ず
、
個
人
経
営
の
回
収
業
者
に

請
け
負
わ
せ
る
。
そ
れ
は
お
も
に
中
古
家
庭
用
電
気
製
品
市
場
の
経
営

者
で
あ
り
、
〔
彼
ら
は
〕
回
収
し
た
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
を
き

れ
い
に
掃
除
し
、
補
修
あ
る
い
は
新
た
に
組
み
立
て
直
し
た
の
ち
、
中

古
品
と
し
て
売
り
出
す
か
、
ま
た
は
個
人
経
営
の
分
解
業
者
に
転
売
す

る
。
自
ら
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
再
利
用
工
場
を
建
設
し
た

り
、
再
利
用
工
場
と
協
同
合
意
を
取
り
交
わ
し
た
り
す
る
の
は
、
ご
く

少
数
の
大
型
製
造
業
者
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
下
取
り
販
売
を
通
じ
て

回
収
さ
れ
る
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
は
、
こ
う
し
た
情
況
下
に
な

い
限
り
正
規
の
再
利
用
工
場
に
引
き
渡
さ
れ
処
理
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

（
注
７
）
。

三
）
捨
て
る

中
国
で
は
、
ご
み
の
強
制
的
な
分
類
回
収
が
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い

た
め
、
一
部
の
家
庭
は
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
を
普
通
の
生
活
ご

み
と
し
て
捨
て
て
い
る
。
ま
た
中
国
に
は
「
く
ず
拾
い
（
拾
荒
者
）
」

と
い
う
特
殊
な
人
々
が
い
る
。
そ
の
多
く
は
都
市
に
や
っ
て
き
た
無
職

の
農
民
で
、
各
居
民
区
を
頻
繁
に
行
き
交
い
、
ご
み
捨
て
場
で
不
用
ま

た
は
中
古
の
物
資
を
拾
い
、
こ
れ
を
転
売
し
て
生
計
を
維
持
し
て
い

る
。
家
庭
か
ら
廃
棄
さ
れ
る
電
気
器
具
・
電
子
製
品
は
自
然
と
く
ず
拾

い
に
拾
わ
れ
、
中
古
市
場
あ
る
い
は
個
人
経
営
の
分
解
業
者
に
転
売
さ

れ
る
。四

）
そ
の
他
の
経
路：

寄
贈
、
地
域
社
会
の
回
収
所
、
引
越
会

社
、
中
古
品
市
場
で
の
回
収
、
山
積
み
放
置
な
ど

い
く
つ
か
の
機
関
や
団
体
は
、
不
用
と
な
っ
た
廃
棄
電
気
器
具
・
電

子
製
品
、
と
り
わ
け
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
選
別
し
、
寄
贈
と
い
う
形
で
西

部
地
区
、
希
望
小
学
校
な
ど
の
貧
困
地
区
、
お
よ
び
特
定
の
集
団
に
届

け
、
再
利
用
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
引
越
会
社
に
よ
る
回
収
、
地
域

社
会
に
設
置
さ
れ
る
回
収
所
に
よ
る
回
収
、
中
古
品
市
場
に
よ
る
戸
別
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訪
問
買
い
上
げ
（
買
い
上
げ
た
の
ち
、
一
般
的
に
は
大
型
の
中
古
品
市

場
や
集
散
地
に
集
め
ら
れ
る
）
、
個
人
に
よ
る
山
積
み
放
置
な
ど
も
一

定
の
比
率
を
占
め
て
い
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
現
在
中
国
に
お
け
る
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子

製
品
の
回
収
に
は
、
移
動
性
行
商
人
を
主
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
経
路
の

回
収
モ
デ
ル
が
あ
り
、
こ
れ
と
対
応
し
合
っ
て
い
る
の
が
中
古
市
場
、

正
規
の
処
理
企
業
、
個
人
経
営
の
手
作
業
工
場
と
い
っ
た
多
元
化
の
流

れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
混
乱
し
た
流
れ
が
も
た
ら
す
直
接
の
結
果

は
、
第
一
に
、
厳
格
な
検
査
を
経
て
い
な
い
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製

品
が
大
量
に
社
会
に
流
入
し
、
継
続
的
に
使
用
さ
れ
、
安
全
上
重
大
な

結
果
を
招
く
隠
れ
た
原
因
に
な
る
こ
と
、
第
二
に
、
廃
棄
電
気
器
具
・

電
子
製
品
の
処
理
に
お
け
る
資
源
化
が
十
分
に
進
ま
ず
、
深
刻
な
二
次

汚
染
を
引
き
起
こ
し
、
環
境
を
汚
染
す
る
の
み
な
ら
ず
、
人
身
の
安
全

を
直
接
脅
か
す
こ
と
で
あ
る
。

二

分
解
処
理
業
に
関
す
る
法
律
上
の
資
質
制
限
の
長
期
に
わ
た
る

不
存
在

〔
か
つ
て
〕
中
国
政
府
は
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
危
害
を

十
分
に
重
視
し
て
お
ら
ず
、
二
〇
〇
八
年
二
月
一
日
に
「
電
子
廃
棄
物

に
よ
る
環
境
汚
染
を
防
除
し
管
理
す
る
た
め
の
規
則
」
が
施
行
さ
れ
る

ま
で
、
法
律
上
、
分
解
処
理
業
に
関
す
る
直
接
的
な
従
業
資
格
管
理
規

定
は
お
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
一
九
九
五
年
十
月
三
〇
日
に
制
定
さ

れ
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
二
九
日
に
改
正
さ
れ
た
「
固
体
廃
棄
物
に
よ

表

２
・
２

北
京
市
お
よ
び
天
津
市
の
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
回
収
経
路
（
注
６
）

そ

の

他

行
商
人
に
よ
る

買
い
上
げ

下
取
り
販
売

地
域
社
会
の
回

収
所

捨
て
る

寄
贈
ま
た
は

転
贈

山
積
み
放
置

中
古
品
市
場
に

よ
る
買
い
上
げ

北
京

六
〇
％

二
〇
％

一
〇
％

一
〇
％

天
津

三
三

五
九
％

三
五

五
二
％

一
二

四
八
％

一
二

七
四
％

五

六
六
％
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る
環
境
汚
染
を
防
除
す
る
た
め
の
法
律
」
は
、
「
危
険
廃
棄
物
の
収

集
、
貯
蔵
、
処
置
に
従
事
す
る
経
営
活
動
単
位
は
、
県
レ
ベ
ル
以
上
の

人
民
政
府
の
環
境
保
護
行
政
主
管
部
門
に
経
営
許
可
証
を
申
請
し
、
こ

れ
を
受
領
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
た
。
危
険
廃
棄
物
一
覧

表
は
当
時
の
国
家
環
境
保
護
総
局
が
関
連
の
主
管
部
門
と
連
合
共
同
し

て
制
定
し
た
。
し
か
し
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
は
危
険
廃
棄
物
と

し
て
管
理
し
得
る
だ
ろ
う
か
。
法
律
施
行
当
時
適
用
さ
れ
た
「
国
家
危

険
廃
棄
物
一
覧
表

」
（
一
九
九
八
年
版
。
現

在
は
す
で
に
失
効
）
の
説
明
に
よ
る
と
、
〔
ま
ず
〕
国
が
「
危
険
廃
棄

物
鑑
別
基
準

」
を
定
め
る
。
そ
し
て
「
国
家

危
険
廃
棄
物
一
覧
表
」
に
列
記
さ
れ
て
い
る
廃
棄
物
類
別
の
う
ち
、
鑑

別
基
準
を
上
回
る
も
の
を
危
険
廃
棄
物
と
し
、
国
家
危
険
廃
棄
物
管
理

の
範
囲
内
に
組
み
入
れ
る
。
鑑
別
基
準
を
下
回
る
も
の
は
、
〔
た
と
え

「
国
家
危
険
廃
棄
物
一
覧
表
」
に
列
記
さ
れ
て
い
て
も
〕
国
家
危
険
廃

棄
物
管
理
に
は
組
み
入
れ
な
い
。
〔
こ
の
よ
う
に
〕
「
国
家
危
険
廃
棄

物
一
覧
表
」
に
列
記
さ
れ
る
廃
棄
物
は
す
べ
て
〔
「
危
険
廃
棄
物
鑑
別

基
準
」
に
照
ら
し
〕
鑑
別
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
鑑
別
を
経
て
い

な
い
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
種
類
で
あ

れ
、
危
険
廃
棄
物
に
組
み
入
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
法
律
執
行
コ
ス
ト

の
増
加
と
複
雑
化
を
も
た
ら
し
た
。
新
版
の
「
国
家
危
険
廃
棄
物
一
覧

表
」
（
二
〇
〇
八
年
八
月
一
日
よ
り
実
施
）
が
、
一
覧
表
を
主
と
し
、

鑑
別
の
基
準
と
方
法
を
補
助
的
な
も
の
と
す
る
認
定
方
法
を
採
用
し
た

の
は
、
二
〇
〇
八
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
「
以
下
に
列
挙
す
る
情

況
の
う
ち
ひ
と
つ
を
備
え
て
い
る
固
体
廃
棄
物
お
よ
び
液
体
廃
棄
物

は
、
本
一
覧
表
に
組
み
入
れ
る
。
（
一
）
腐
食
性
、
毒
性
、
可
燃
性
、

反
応
性
、
ま
た
は
感
染
性
な
ど
の
危
険
な
特
性
を
、
一
種
類
ま
た
は
数

種
類
有
し
て
い
る
も
の
。
（
二
）
危
険
な
特
性
を
有
す
る
こ
と
を
否
定

す
る
も
の
で
は
な
い
が
〔＝

危
険
な
特
性
を
有
す
る
か
ど
う
か
定
か
で

は
な
い
が
〕
、
環
境
ま
た
は
人
体
の
健
康
に
有
害
な
影
響
を
も
た
ら
す

可
能
性
が
あ
り
、
危
険
廃
棄
物
に
照
ら
し
て
管
理
す
べ
き
も
の
。
」
こ

れ
ら
二
つ
の
基
準
に
よ
れ
ば
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
は
危
険
廃

棄
物
に
属
す
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
と
比
較
的
密
接
に
関
連
す

る
行
政
法
規
、
規
則
、
お
よ
び
そ
の
他
の
規
範
性
文
書
と
し
て
は
、

「
危
険
廃
棄
物
経
営
許
可
証
管
理
規
則

」
（
国
務
院
・
二
〇
〇
四
年
）
、
「
廃
棄
物
の
輸
入
お
よ
び
環

境
保
護
管
理
に
関
す
る
暫
定
規
定

」
（
国
家
環
境
保
護
局
等
・
一
九
九
六
年
）
、
「
廃
棄
物
の
輸
入

お
よ
び
環
境
保
護
管
理
に
関
す
る
暫
定
規
定
の
補
充
規
定

」
（
国
家
環
境
保
護
局
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等
・
一
九
九
六
年
）
、
「
危
険
廃
棄
物
移
動
伝
票
管
理
規
則

」
（
国
家
環
境
保
護
総
局
・
一
九
九
九

年
）
、
「
危
険
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
の
防
除
技
術
に
関
す
る
政
策

」
（
国
家
環
境
保
護
総
局
等
・
二
〇
〇

一
年
）
、
「
廃
棄
電
池
に
よ
る
汚
染
の
防
除
技
術
に
関
す
る
政
策

」
（
国
家
環
境
保
護
総
局
等
・
二
〇

〇
三
年
）
、
「
廃
棄
電
子
設
備
の
環
境
管
理
強
化
に
関
す
る
公
告

」
（
国
家
環
境
保
護

総
局
等
・
二
〇
〇
三
年
）
（
訳
注
１
）
等
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
規
範
性

文
書
は
、
廃
棄
物
の
輸
入
、
中
継
輸
送
、
お
よ
び
処
置
に
つ
い
て
の
み

規
定
し
、
衛
生
的
な
生
産
、
回
収
、
再
生
、
お
よ
び
循
環
利
用
に
つ
い

て
は
規
定
し
て
い
な
い
（
注
８
）
。

Ⅲ

中
国
に
お
け
る
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の

回
収
処
理
試
験

貴
嶼
の
問
題
が
メ
デ
ィ
ア
に
暴
露
さ
れ
る
と
、
そ
の
マ
イ
ナ
ス
面
の

影
響
は
瞬
く
間
に
全
世
界
に
伝
え
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
浙
江
省
台
州
地

区
温
嶺

市
や
広
東
省
清
運

市
龍
塘
鎮

で
も
類
似
の
情
況
が
発
生
し
た
（
注
９
）
。
外
部
か
ら
の
関
心
と
圧
力

を
受
け
た
中
央
政
府
は
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
回
収
処
理
情

況
に
関
心
を
持
つ
よ
う
直
接
促
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
二
〇
〇
三
年
一

二
月
よ
り
、
一
連
の
試
験
活
動
を
展
開
し
、
次
々
と
関
連
立
法
を
公
布

し
た
。

一

第
一
段
階：

循
環
経
済
の
「
不
用
ま
た
は
中
古
の
家
庭
用
電
気

製
品
回
収
利
用
」
試
験
（
二
〇
〇
三
年
一
二
月
〜
二
〇
〇
九
年

一
月
）

第
一
段
階
の
試
験
の
お
も
な
目
的
は
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品

の
た
め
の
規
範
に
合
っ
た
分
解
処
理
工
場
を
設
立
し
、
試
験
過
程
に
お

い
て
徐
々
に
法
律
規
範
を
制
定
し
、
分
解
業
へ
の
参
入
許
可
に
関
す
る

資
格
を
設
定
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

一
）
試
験
の
基
本
的
情
況

二
〇
〇
三
年
一
二
月
、
国
家
発
展
と
改
革
委
員
会
は
、
廃
棄
電
気
器

具
・
電
子
製
品
の
回
収
利
用
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
浙
江
省
、
青
島

市
、
お
よ
び
広
東
省
貴
嶼
鎮
を
、
不
用
ま
た
は
中
古
の
家
庭
用
電
気
製

品
の
回
収
利
用
領
域
に
お
け
る
第
一
回
目
の
循
環
経
済
試
験
単
位
と
決

定
し
、
そ
の
後
浙
江
省
と
青
島
市
の
試
験
項
目
、
お
よ
び
北
京
市
、
天
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津
市
の
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
モ
デ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
、
第
一

回
目
の
資
源
総
合
利
用
項
目
国
債
投
資
計
画
に
組
み
入
れ
た
。

こ
れ
ら
の
試
験
地
域
は
、
そ
れ
ぞ
れ
規
範
に
合
っ
た
廃
棄
電
気
器

具
・
電
子
製
品
処
理
工
場
を
建
設
し
た
が
、
稼
働
後
間
も
な
く
、
次
か

ら
次
へ
と
、
「
鍋
に
入
れ
る
べ
き
米
が
無
い
〔＝

処
理
す
べ
き
廃
棄
電

気
器
具
・
電
子
製
品
が
な
い
〕
」
と
い
う
苦
境
に
当
面
し
た
。
た
と
え

ば
青
島
の
試
験
企
業
で
あ
る
新
天
地
静
脈
産
業
園

は
、
年
間
六
〇
万
台
の
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
を
処
理
で
き

る
よ
う
設
計
さ
れ
て
い
た
が
、
営
業
開
始
か
ら
二
年
余
り
で
処
理
し
た

の
は
二
〇
万
台
に
す
ぎ
ず
、
絶
え
ず
「
食
べ
足
り
な
い
〔＝

物
足
り
な

い
〕
」
状
況
に
あ
る
（
注
10
）
。
そ
の
原
因
は
、
環
境
保
護
に
多
額
の

資
金
を
投
じ
た
こ
と
に
あ
る
。
企
業
資
金
が
お
も
に
設
備
投
資
と
日
常

的
な
稼
働
費
用
の
支
払
い
に
充
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
〔
一
方
〕

個
人
経
営
の
手
作
業
工
場
は
、
環
境
保
護
に
資
金
を
投
入
せ
ず
、
処
理

費
用
が
低
廉
で
あ
る
た
め
、
行
商
人
や
く
ず
拾
い
か
ら
比
較
的
高
値
で

電
子
廃
棄
物
を
買
い
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
た
め
電
子
廃
棄
物

の
大
部
分
が
個
人
経
営
の
手
作
業
工
場
に
流
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え

ば
一
五
年
間
使
用
し
た
二
層
式
洗
濯
機
の
場
合
、
個
人
経
営
の
手
作
業

工
場
の
買
い
付
け
価
格
は
一
台
六
〇
元
で
あ
る
が
、
青
島
の
正
規
の
工

場
の
買
い
付
け
価
格
は
四
〇
元
で
あ
る
（
注
11
）
。

青
島
市
、
浙
江
省
、
お
よ
び
山
東
省
の
政
府
は
、
廃
棄
電
気
器
具
・

電
子
製
品
の
商
品
供
給
元
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
二
〇
〇
六
年
四

月
、
二
〇
〇
五
年
一
月
、
お
よ
び
二
〇
〇
八
年
五
月
に
相
前
後
し
て
、

地
方
政
府
規
則
や
政
府
公
文
書
の
方
式
に
よ
り
（
注
12
）
、
機
関
、
事

業
単
位
、
国
有
企
業
、
部
隊
に
対
し
、
廃
棄
さ
れ
た
廃
棄
電
気
器
具
・

電
子
製
品
を
試
験
企
業
に
渡
し
て
処
理
す
る
こ
と
、
家
庭
用
電
気
製
品

販
売
商
と
販
売
後
の
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
機
構
は
、
家
庭
用
電
気
製
品

の
生
産
企
業
と
試
験
企
業
か
ら
の
委
託
を
受
け
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電

子
製
品
を
回
収
す
る
義
務
が
あ
る
こ
と
、
回
収
し
た
廃
棄
電
気
器
具
・

電
子
製
品
は
必
ず
試
点
企
業
に
売
り
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
自
ら
処

理
・
販
売
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
要
請
し
た
。
し
か
し
消
費
者
が
出

す
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
に
つ
い
て
は
、
試
験
企
業
に
渡
し
て
回

収
・
処
理
を
さ
せ
る
よ
う
奨
励
す
る
の
み
で
、
強
制
的
な
引
き
渡
し
義

務
ま
で
は
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

試
験
企
業
は
、
政
府
の
後
押
し
を
得
た
も
の
以
外
に
も
、
地
域
社
会

で
の
回
収
、
大
型
家
庭
用
電
気
製
品
販
売
商
と
の
提
携
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
へ
の
取
引
場
（
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
）
の
設
置
、
取
り
引
き
の

た
め
の
無
料
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
の
開
設
な
ど
の
方
途
を
試
験
的
に
開
拓
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
努
力
は
す
べ
て
、
一
定
程
度
に
お
い
て
「
ゲ
リ
ラ

部
隊
」
に
対
抗
し
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
が
正
規
の
処
理
企
業
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へ
と
流
れ
る
よ
う
仕
向
け
、
〔
処
理
〕
企
業
が
原
材
料
に
事
欠
く
苦
境

を
緩
和
し
た
。
し
か
し
家
庭
と
企
業
が
出
す
大
量
の
廃
棄
電
気
器
具
・

電
子
製
品
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
措
置
が
講

じ
ら
れ
て
い
な
い
。
特
筆
す
べ
き
は
、
浙
江
省
が
試
点
過
程
に
お
い
て

「
家
庭
用
電
気
製
品
再
利
用
に
お
け
る
安
全
性
能
技
術
に
関
す
る
要
求

」
（D

B
33 /566

2005

）
と
い

う
技
術
基
準
を
公
布
し
、
マ
イ
ク
ロ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
テ
レ
ビ
、
洗
濯

機
、
家
庭
用
電
気
冷
蔵
庫
、
部
屋
用
空
気
調
節
機
の
五
種
類
を
含
む
中

古
家
庭
用
電
気
製
品
が
受
け
る
べ
き
検
査
・
検
測
項
目
お
よ
び
合
格
指

標
を
確
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
〔
こ
の
技
術
基
準
は
〕
再
利
用
す
べ
き

か
廃
棄
す
べ
き
か
を
区
別
す
る
際
の
技
術
的
根
拠
を
提
供
し
た
。

二
）
試
点
過
程
に
応
じ
て
制
定
さ
れ
た
法
律

ａ
）「
固
体
廃
棄
物
に
よ
る
環
境
汚
染
を
防
除
す
る
た
め
の
法
律
」

全
国
人
民
代
表
大
会
が
一
九
九
五
年
十
月
三
〇
日
に
制
定
し
、
二
〇

〇
四
年
一
二
月
二
九
日
に
改
正
さ
れ
た
「
固
体
廃
棄
物
に
よ
る
環
境
汚

染
を
防
除
す
る
た
め
の
法
律
」
は
、
国
は
固
体
廃
棄
物
に
よ
る
環
境
汚

染
の
防
除
に
お
い
て
、
汚
染
者
が
法
に
基
づ
く
責
任
を
負
う
原
則
を
用

い
る
こ
と
、
製
品
の
生
産
者
、
販
売
者
、
使
用
者
は
〔
自
ら
が
〕
出
す

固
体
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
を
、
法
に
基
づ
き
防
除
す
る
責
任
を
負
う
こ

と
を
規
定
し
て
い
る
。
第
四
章
の
「
危
険
廃
棄
物
に
よ
る
環
境
汚
染
の

防
除
に
関
す
る
特
別
規
定

（

」
に
よ
る
と
、
危
険
廃
棄
物
の
収
集
、
貯
蔵
、
処
理
と
い
っ
た
経

済
活
動
に
従
事
す
る
単
位
は
、
県
レ
ベ
ル
以
上
の
人
民
政
府
の
環
境
保

護
行
政
主
管
部
門
に
経
営
許
可
証
を
申
請
し
、
こ
れ
を
受
領
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
前
述
の
よ
う
に
当
時
の
「
国
家
危
険
廃
棄
物
一
覧

表
」
に
照
ら
す
と
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
を
危
険
廃
棄
物
に
含

め
て
管
理
す
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ

た
（
注
13
）
。
こ
の
ほ
か
同
法
第
一
八
条
第
二
項
は
、
「
法
律
上
、
強

制
回
収
目
録
に
含
め
ら
れ
て
い
る
製
品
お
よ
び
包
装
物
を
生
産
、
販

売
、
輸
入
す
る
企
業
は
、
国
の
関
連
規
定
に
し
た
が
い
、
当
該
製
品
お

よ
び
包
装
物
を
回
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
、
固
体
廃
棄
物

〔
に
よ
る
環
境
汚
染
〕
防
除
の
領
域
に
は
じ
め
て
拡
大
生
産
者
責
任

（E
x
tend

ed P
rod
ucer R

espo
nsib
ility
,
E
P
R

）
の
原
則
を
導
入

し
た
。
こ
れ
は
原
則
的
な
規
定
に
す
ぎ
な
い
が
、
今
後
、
廃
棄
物
管
理

法
にE

P
R

原
則
を
適
用
す
る
基
礎
を
築
い
た
と
い
え
よ
う
。
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ｂ
）「
電
子
情
報
製
品
に
よ
る
汚
染
を
制
御
・
管
理
す
る
た
め
の
規

則
」

国
家
工
商
行
政
管
理
総
局
、
税
関
総
署

、
国
家
発
展

と
改
革
委
員
会

、
国
家
環
境
保
護
総

局
、
国
家
品
質
監
督
検
査
検
疫
総
局

、
商
務
部
、
情
報
産
業
部

が
二
〇
〇
六
年
二
月

二
八
日
に
公
布
し
、
二
〇
〇
七
年
三
月
一
日
よ
り
実
施
し
た
「
電
子
情

報
製
品
に
よ
る
汚
染
を
制
御
・
管
理
す
る
た
め
の
規
則
」
、
す
な
わ
ち

中
国
版R

o
H
S

（R
estriction of H

aza
rd
ou
s S
ubstan

ces

）
は
、

生
産
、
販
売
、
輸
入
す
る
電
子
情
報
製
品
（
注
14
）
に
用
い
ら
れ
る
有

毒
・
有
害
物
質
あ
る
い
は
元
素
は
、
鉛
、
水
銀
、
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
六
価

ク
ロ
ム
、P

B
B

（
ポ
リ
臭
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
）
、P

B
D
E

（
ポ
リ
臭
化

ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
）
、
お
よ
び
国
が
定
め
る
そ
の
他
の
有
毒
・
有

害
物
質
あ
る
い
は
元
素
を
含
め
、
か
な
ら
ず
国
の
定
め
る
基
準
お
よ
び

業
界
内
基
準
に
適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
定
め
る
。
電
子

情
報
製
品
に
よ
る
汚
染
を
制
御
す
る
た
め
重
点
管
理
目
録
制
度
が
実
行

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
電
子
情
報
製
品
の
種
別
、
使
用
が
制
限
さ
れ

る
有
毒
・
有
害
物
質
あ
る
い
は
元
素
の
種
類
、
お
よ
び
そ
の
使
用
が
制

限
さ
れ
る
期
限
や
構
造
に
関
す
る
目
録
で
あ
り
、
実
際
の
状
況
や
科
学

技
術
の
発
達
レ
ベ
ル
に
基
づ
き
、
年
々
修
正
さ
れ
る
。
「
電
子
情
報
製

品
に
よ
る
汚
染
を
制
御
・
管
理
す
る
た
め
の
規
則
」
は
、
電
子
情
報
製

品
に
含
ま
れ
る
有
毒
・
有
害
物
質
の
制
御
過
程
を
二
段
階
に
分
け
て
定

め
て
い
る
。
第
一
段
階
は
情
報
公
開
義
務
で
あ
る
。
本
規
則
の
実
施
が

始
ま
る
と
、
電
子
情
報
製
品
の
生
産
者
お
よ
び
輸
入
者
は
、
市
場
に
供

給
す
る
電
子
情
報
製
品
に
含
ま
れ
る
有
毒
・
有
害
物
質
あ
る
い
は
元
素

を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
有
毒
・
有
害
物
質
あ
る

い
は
元
素
の
名
称
、
含
有
量
、
〔
有
毒
・
有
害
物
質
あ
る
い
は
元
素

を
〕
含
む
部
品
名
、
お
よ
び
回
収
利
用
の
可
否
等
を
明
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
製
品
の
体
積
あ
る
い
は
機
能
上
の
制
約
か
ら
製
品
そ
の
も

の
に
注
記
で
き
な
い
場
合
は
、
製
品
の
説
明
書
の
中
に
明
記
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
第
一
三
条
）
。
第
二
段
階
は
、
製
品
の
原
材
料
を
基
準

に
適
合
さ
せ
る
責
任
で
あ
る
。
「
電
子
情
報
製
品
に
よ
る
汚
染
を
制
御

す
る
た
め
の
重
点
管
理
目
録

」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
製
品
は
、
有
毒
・
有
害
物
質
を
別
の
物
質

に
換
え
る
か
、
〔
有
毒
・
有
害
物
質
の
〕
数
量
制
限
基
準
を
満
た
す
よ

う
に
し
、
か
つ
強
制
認
証
（C

C
C

認
証
）
を
得
な
け
れ
ば
、
市
場
に

供
給
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
第
一
九
条
）
。

「
電
子
情
報
製
品
に
よ
る
汚
染
を
制
御
・
管
理
す
る
た
め
の
規
則
」

が
調
整
の
対
象
と
す
る
の
は
、
電
子
情
報
製
品
の
設
計
、
生
産
、
販

売
、
お
よ
び
輸
入
の
過
程
に
お
け
る
行
為
で
あ
り
、
電
子
情
報
製
品
が
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廃
棄
さ
れ
た
あ
と
の
回
収
処
理
な
ど
は
調
整
の
範
囲
外
に
あ
る
が
、

「
電
子
情
報
製
品
に
よ
る
汚
染
を
制
御
・
管
理
す
る
た
め
の
規
則
」
の

立
法
趣
旨
の
ひ
と
つ
は
、
電
子
情
報
製
品
が
廃
棄
さ
れ
た
後
の
分
解
・

処
理
に
供
し
、
電
子
情
報
製
品
の
廃
棄
後
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
環
境
汚

染
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
電
子
情
報
製
品
の
設
計
・
生
産
に
当

た
っ
て
環
境
に
優
し
い
製
品
を
設
計
・
生
産
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。

こ
れ
はE

P
R

の
有
益
な
構
成
要
素
で
あ
る
。

ｃ
）「
循
環
経
済
促
進
法
」

二
〇
〇
八
年
八
月
二
九
日
に
全
国
人
民
代
表
大
会
が
可
決
し
、
二
〇

〇
九
年
一
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
「
循
環
経
済
促
進
法
」
は
、
生

産
、
流
通
、
お
よ
び
消
費
な
ど
の
過
程
に
お
け
る
減
量
化
、
再
利
用
、

資
源
化
活
動
（
す
な
わ
ち
循
環
経
済
）
を
提
唱
す
る
。
同
法
は
、
廃
棄

電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
回
収
処
理
に
関
し
、
さ
ら
な
る
規
定
を
お
い

た
。
こ
れ
を
具
体
化
し
た
も
の
が
、
生
産
者
に
課
さ
れ
る
環
境
に
配
慮

し
た
設
計
を
す
る
責
任

と
再
利
用
製
品
へ
の
標
識

責
任
で
あ
る
。
ま
ず
環
境
に
配
慮
し
た
設
計
を
す
る
責
任
と
は
、
分

解
・
処
理
の
過
程
で
環
境
汚
染
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
の
あ
る
電
気
器

具
・
電
子
等
の
製
品
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
が
使
用
を
禁
じ
て
い

る
有
毒
・
有
害
物
質
を
使
用
す
る
設
計
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
一
覧
表
は
、
国
務
院
循
環
経
済
発
展
総
合

管
理
部
門
が
、
国
務
院
の
環
境
保
護
等
の
関
連
主
管
部
門
と
連
合
共
同

し
て
定
め
る
（
第
一
九
条
第
二
項
）
。
つ
ぎ
に
、
再
利
用
製
品
へ
の
標

識
責
任
と
は
、
回
収
し
た
電
気
器
具
・
電
子
製
品
を
修
理
し
て
販
売
す

る
場
合
は
、
再
利
用
製
品
の
基
準
を
満
た
し
、
か
つ
再
利
用
製
品
で
あ

る
こ
と
を
示
す
標
識
を
分
か
り
や
す
い
場
所
に
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
回
収
し
た
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
う

ち
、
分
解
と
再
利
用
が
必
要
な
も
の
は
、
〔
一
定
の
〕
条
件
を
備
え
た

分
解
企
業
に
売
り
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
三
九
条
）
。
こ
の
二

つ
の
規
定
に
は
、
い
ず
れ
も
罰
則
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
第
五
一
条
、

第
五
六
条
）
。

ｄ
）「
電
子
廃
棄
物
に
よ
る
環
境
汚
染
を
防
除
し
管
理
す
る
た
め
の

規
則
」

「
電
子
廃
棄
物
に
よ
る
環
境
汚
染
を
防
除
し
管
理
す
る
た
め
の
規

則
」
と
は
、
も
と
も
と
国
家
環
境
保
護
総
局
が
二
〇
〇
七
年
九
月
七
日

に
制
定
し
、
二
〇
〇
八
年
二
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

同
規
則
は
、
電
子
廃
棄
物
の
分
解
、
利
用
、
処
理
に
起
因
す
る
環
境
汚

染
の
防
除
に
は
じ
め
て
焦
点
を
当
て
た
部
門
規
則
で
あ
り
、
そ
の
も
っ

と
も
有
意
義
な
規
定
は
資
質
管
理
制
度
で
あ
る
。
「
電
子
廃
棄
物
に
よ
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る
環
境
汚
染
を
防
除
し
管
理
す
る
た
め
の
規
則
」
は
、
中
国
で
は
電
子

廃
棄
物
処
理
の
許
可
管
理
制
度
を
定
め
る
法
律
や
行
政
法
規
が
な
い
こ

と
を
前
提
に
、
環
境
影
響
評
価
と
商
工
登
記
管
理
を
結
び
つ
け
た
名
簿

公
示
制
度
を
創
設
し
た
。
電
子
廃
棄
物
の
分
解
、
利
用
、
処
理
に
関
す

る
建
設
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〔
を
実
施
す
る
に
〕
は
、
所
在
地
の
区
を
設
置

す
る
市
レ
ベ
ル
以
上
の
地
方
人
民
政
府
の
環
境
保
護
行
政
主
管
部
門
に

環
境
影
響
評
価
文
書
を
報
告
し
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
建
設

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
竣
工
後
は
、
当
該
建
設
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
環
境
影
響

評
価
文
書
を
審
査
・
許
可
し
た
環
境
保
護
行
政
主
管
部
門
に
対
し
、
当

該
建
設
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
講
ず
べ
き
環
境
保
護
措
置
の
査
収
を
申
請
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
環
境
保
護
措
置
の
査
収
に
は
、
下
記
の
内
容
が

含
ま
れ
る
。
①
付
設
の
環
境
保
護
施
設
は
完
成
し
て
い
る
か
、
②
関
連

す
る
専
門
的
な
資
質
を
有
す
る
技
術
員
を
配
置
し
て
い
る
か
、
管
理
員

と
操
作
員
を
育
成
・
訓
練
す
る
た
め
の
制
度
と
計
画
が
あ
る
か
、
③
電

子
廃
棄
物
の
経
営
状
況
の
記
録
簿
制
度
が
作
ら
れ
て
い
る
か
、
④
日
常

的
な
環
境
監
視
測
定
制
度
が
作
ら
れ
て
い
る
か
、
⑤
完
全
な
分
解
、
利

用
、
あ
る
い
は
処
理
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
電
子
廃
棄
物
、
お
よ
び
そ

の
他
の
固
体
廃
棄
物
、
ま
た
は
液
体
廃
棄
物
の
適
切
な
利
用
・
処
理
案

が
実
現
可
能
な
も
の
で
あ
る
か
、
⑥
処
理
さ
れ
る
電
子
廃
棄
物
に
そ
れ

ぞ
れ
適
応
し
た
分
類
、
包
装
、
車
両
、
お
よ
び
そ
の
他
の
収
集
設
備
が

備
わ
っ
て
い
る
か
、
⑦
火
災
、
爆
発
、
化
学
品
の
漏
れ
等
に
起
因
す
る

突
発
的
な
環
境
汚
染
事
件
を
防
ぐ
た
め
の
応
急
的
な
仕
組
み
が
作
ら
れ

て
い
る
か
（
第
六
条
）
。
環
境
影
響
評
価
文
書
の
審
査
・
許
可
を
担
当

す
る
県
レ
ベ
ル
以
上
の
人
民
政
府
環
境
保
護
行
政
主
管
部
門
は
、
下
記

の
条
件
を
備
え
た
単
位
（
個
人
経
営
の
企
業
体
を
含
む
）
を
電
子
廃
棄

物
分
解
利
用
処
理
単
位
（
個
人
経
営
の
企
業
体
を
含
む
）
の
臨
時
名
簿

に
適
時
に
加
え
、
か
つ
①
す
で
に
法
に
基
づ
き
商
工
業
登
記
手
続
を
済

ま
せ
、
営
業
許
可
証
を
取
得
し
た
こ
と
、
②
建
設
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
環

境
保
護
措
置
は
環
境
保
護
行
政
主
管
部
門
の
査
収
を
経
て
合
格
し
て
い

る
こ
と
、
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
臨
時
名
簿
に
加
え
ら
れ
た

単
位
（
個
人
経
営
の
企
業
体
を
含
む
）
は
、
こ
の
三
年
以
内
に
、
環
境

保
護
に
関
す
る
法
律
・
法
規
に
二
回
以
上
（
二
回
を
含
む
）
違
反
し
た

こ
と
が
な
く
、
以
下
の
よ
う
な
違
法
行
為
、
す
な
わ
ち
①
国
ま
た
は
地

方
が
規
定
す
る
汚
染
物
排
出
基
準
を
超
え
る
汚
染
物
を
排
出
す
る
、
②

〔
自
ら
が
〕
発
生
さ
せ
た
固
体
廃
棄
物
ま
た
は
液
体
廃
棄
物
を
自
由
に

投
げ
捨
て
た
り
山
積
み
に
し
て
お
い
た
り
す
る
、
③
分
解
、
利
用
、
ま

た
は
処
理
が
不
完
全
な
電
子
廃
棄
物
を
、
名
簿
に
掲
載
さ
れ
か
つ
相
応

の
経
営
規
模
を
備
え
た
分
解
利
用
処
理
単
位
（
個
人
経
営
の
企
業
体
を

含
む
）
以
外
の
単
位
ま
た
は
個
人
に
提
供
ま
た
は
委
託
し
、
分
解
・
利

用
・
処
理
活
動
に
従
事
さ
せ
る
、
④
環
境
監
視
測
定
デ
ー
タ
や
経
営
状
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況
記
録
を
粉
飾
す
る
、
な
ど
の
違
法
行
為
が
無
か
っ
た
も
の
は
、
環
境

保
護
部
門
に
よ
り
電
子
廃
棄
物
分
解
利
用
処
理
単
位
（
個
人
経
営
の
企

業
体
を
含
む
）
名
簿
に
加
え
ら
れ
、
公
表
さ
れ
、
定
期
的
に
調
整
さ
れ

る
（
第
七
条
）
。
未
だ
臨
時
名
簿
や
名
簿
に
加
え
ら
れ
て
い
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
電
子
廃
棄
物
を
分
解
・
利
用
・
処
理
す
る
も
の
に
対
し
て

は
、
違
法
行
為
の
停
止
が
命
ぜ
ら
れ
、
か
つ
（
環
境
保
護
措
置
の
査
収

に
ま
だ
合
格
し
て
い
な
い
も
の
は
）
一
〇
万
元
以
下
の
行
政
上
の
罰

金
、
ま
た
は
（
ま
だ
営
業
許
可
証
を
取
得
し
て
い
な
い
も
の
は
）
五
万

元
以
上
五
〇
万
元
以
下
の
行
政
上
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
（
第
二
〇

条
）
。
名
簿
管
理
制
度
の
長
所
は
、
第
一
に
、
環
境
保
護
部
門
に
よ
る

管
理
を
容
易
に
し
、
合
格
経
営
者
と
違
法
経
営
者
を
す
み
や
か
に
区
別

で
き
る
こ
と
に
あ
る
。
第
二
に
、
大
衆
が
監
督
し
易
く
な
り
、
違
法
経

営
者
を
た
や
す
く
識
別
し
摘
発
通
報
で
き
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
ほ
か

「
電
子
廃
棄
物
に
よ
る
環
境
汚
染
を
防
除
し
管
理
す
る
た
め
の
規
則
」

は
、
電
子
廃
棄
物
の
分
解
・
利
用
・
処
理
活
動
に
対
す
る
日
常
的
な
監

視
管
理
制
度
を
強
化
し
た
。
〔
す
な
わ
ち
〕
分
解
利
用
処
理
単
位
（
個

人
経
営
の
企
業
体
を
含
む
）
は
、
日
常
的
な
監
視
測
定
お
よ
び
経
営
状

況
記
録
簿
制
度
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
九
条
）
。

「
電
子
廃
棄
物
に
よ
る
環
境
汚
染
を
防
除
し
管
理
す
る
た
め
の
規

則
」
は
、
電
子
廃
棄
物
処
理
実
行
資
質
管
理
制
度
を
は
じ
め
て
明
ら
か

に
し
た
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
環
境
保
護
施
設
の
査
収
と
商
工
登
記
手

続
を
か
な
ら
ず
求
め
、
自
然
人
（
注
15
）
が
電
子
廃
棄
物
の
分
解
・
利

用
・
処
理
に
従
事
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
以
て
電
子
廃
棄
物
が
無
秩
序
に

分
解
さ
れ
て
い
る
状
態
を
改
善
し
、
二
次
汚
染
を
減
少
さ
せ
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
制
度
が
設
定
し
て
い
る
主
体
の
資
質
に

関
す
る
敷
居
は
比
較
的
低
く
、
す
な
わ
ち
個
人
経
営
の
商
工
業
者
（
注

16
）
が
電
子
廃
棄
物
を
分
解
・
利
用
・
処
理
す
る
こ
と
を
認
め
て
お

り
、
電
子
廃
棄
物
の
処
理
過
程
で
発
生
す
る
環
境
問
題
の
解
決
に
は
役

立
た
な
い
。
電
子
廃
棄
物
の
処
理
に
は
多
額
の
コ
ス
ト
を
投
入
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
一
般
に
、
個
人
経
営
の
商
工
業
者
の
資
金
と

技
術
に
は
限
界
が
あ
り
、
電
子
廃
棄
物
の
無
害
化
処
理
に
必
要
な
長
期

的
資
金
お
よ
び
技
術
を
用
立
て
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

第
一
段
階
の
試
験
で
解
決
で
き
な
か
っ
た
お
も
な
問
題
は
、
回
収
経

路
の
問
題
で
あ
る
。
家
庭
と
企
業
か
ら
出
さ
れ
る
大
量
の
廃
棄
電
気
器

具
・
電
子
製
品
が
、
規
範
に
合
っ
た
経
路
を
通
じ
て
回
収
さ
れ
る
こ
と

は
ま
ず
な
い
。
法
制
建
設
領
域
に
お
け
る
お
も
な
問
題
は
、
立
法
し
て

も
そ
の
効
力
が
比
較
的
弱
く
、
特
定
項
目
に
関
す
る
立
法
は
環
境
保
護

総
局
に
よ
る
部
門
規
則
の
み
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
内
容
も
分
解
処
理
業

参
入
資
格
の
設
定
と
日
常
的
な
監
視
管
理
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
、
生
産
者
・
販
売
者
・
消
費
者
・
地
方
お
よ
び
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中
央
政
府
な
ど
の
各
関
連
利
益
主
体
の
権
利
義
務
に
つ
い
て
も
定
め
ら

れ
な
か
っ
た
。

二

第
二
段
階：

「
条
例
」
の
実
施
と
合
わ
せ
て
行
う
試
験
（
二
〇

〇
九
年
二
月
〜
）

第
二
段
階
は
「
条
例
」
の
公
布
に
始
ま
る
。
「
条
例
」
の
実
施
に
協

力
す
る
た
め
、
政
府
の
財
政
部
門
が
補
助
す
る
家
庭
用
電
気
製
品
下
取

り
販
売
試
験
活
動
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
お
も
な
目
的
は
、
廃
棄
電
気

器
具
・
電
子
製
品
の
回
収
を
促
し
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
が
規

範
に
合
っ
た
回
収
経
路
を
通
じ
て
正
規
の
分
解
処
理
工
場
へ
流
れ
る
よ

う
仕
向
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

一
）
「
条
例
」
の
お
も
な
内
容

国
務
院
が
二
〇
〇
九
年
二
月
二
五
日
に
公
布
し
、
二
〇
一
一
年
一
月

一
日
か
ら
施
行
予
定
の
「
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
回
収
処
理
管
理

条
例
」
は
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
り
「
中
国
版W

E
E
E

」
と
呼
ば
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
歴
史
上
大
き
な
節
目
と
な
る
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ

り
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
回
収
処
理
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
規
定

し
た
は
じ
め
て
の
基
本
的
な
法
律
制
度
で
あ
る
。

ａ
）「
条
例
」
の
調
整
範
囲

本
「
条
例
」
は
、
名
簿
管
理
制
度
、
す
な
わ
ち
国
家
発
展
と
改
革
委

員
会
、
環
境
保
護
部
、
工
業
お
よ
び
情
報
化
部
が
制
定
し
、
国
務
院
に

報
告
し
、
そ
の
批
准
を
得
た
「
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
処
理
目
録

」
（
以
下
「
目
録
」
と
略
称
）
の

実
施
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
。
目
下
の
と
こ
ろ
、
政
府
は
ま
だ
「
目

録
」
を
制
定
し
て
い
な
い
が
、
業
界
の
意
見
お
よ
び
家
庭
用
電
気
製
品

の
下
取
り
販
売
試
験
の
種
類
に
基
づ
い
て
考
え
る
と
、
今
後
の
進
展
方

向
は
基
本
的
に
「
四
機
一
脳
」
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

す
な
わ
ち
テ
レ
ビ
、
電
気
冷
蔵
庫
（
冷
凍
庫
を
含
む
）
、
洗
濯
機
、
空

気
調
節
機
、
お
よ
び
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
あ
る
。

ｂ
）
拡
大
生
産
者
責
任
制
度

「
条
例
」
は
、
国
際
的
に
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
拡
大
生
産
者
責
任

原
則
（E

P
R

）
を
受
け
入
れ
た
。
経
済
協
力
開
発
機
構
（O

E
C
D

）
の

提
案
に
よ
れ
ば
、
製
品
生
産
者
の
責
任
は
、
製
品
消
費
後
の
処
理
と
処

置
と
い
っ
た
末
尾
的
な
責
任
に
ま
で
引
き
延
ば
さ
れ
、
か
つ
製
品
生
産

前
の
材
料
選
択
と
製
品
設
計
の
源
に
対
す
る
責
任
に
ま
で
遡
る
べ
き
で
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あ
る
。
こ
れ
に
は
物
理
的
責
任
と
経
済
的
責
任
が
含
ま
れ
る
（
注

17
）
。
「
条
例
」
が
規
定
す
るE

P
R

に
は
、
以
下
の
二
つ
の
内
容
が

含
ま
れ
る
。
第
一
は
環
境
に
配
慮
し
た
設
計
を
す
る
責
任

で
あ
る
。
生
産
者
は
資
源
の
総
合
的
な
利
用
と
無
害
化
処
理
に

資
す
る
設
計
計
画
を
取
り
入
れ
、
無
毒
・
無
害
ま
た
は
低
毒
・
低
害
な

ら
び
に
回
収
利
用
し
や
す
い
材
料
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第

一
〇
条
）
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
責
任
を
生
産
者
に
ど
の
よ
う
に
履
行

さ
せ
る
か
に
つ
い
て
、
「
条
例
」
は
何
ら
具
体
的
措
置
を
定
め
て
い
な

い
。
第
二
は
経
済
的
責
任
で
あ
る
。
生
産
者
は
規
定
に
基
づ
き
廃
棄
電

気
器
具
・
電
子
製
品
処
理
基
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
基

金
は
、
予
算
に
組
み
入
れ
て
管
理
さ
れ
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品

の
回
収
処
理
費
用
の
補
助
金
と
し
て
用
い
ら
れ
る
（
第
七
条
）
。
廃
棄

電
気
器
具
・
電
子
製
品
処
理
基
金
の
徴
収
基
準
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
制

定
に
向
け
な
お
検
討
中
で
あ
る
。

ｃ
）
さ
ま
ざ
ま
な
経
路
に
よ
る
回
収
と
集
中
処
理
制
度

行
商
人
を
主
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
経
路
に
よ
る
回
収
方
式
は
、
中
国

に
お
け
る
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
回
収
過
程
の
効
果
的
な
制
御

を
困
難
に
し
、
最
終
的
に
は
分
解
業
の
無
秩
序
状
態
を
生
み
出
す
最
大

の
原
因
と
な
っ
た
が
、
こ
の
方
式
が
す
で
に
民
衆
に
広
く
受
け
入
れ
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
こ
れ
を
短
時
間
の
う
ち
に
立
法
を
通
じ

て
強
制
的
に
変
え
る
こ
と
は
あ
ま
り
現
実
的
で
は
な
い
。
こ
の
た
め

「
条
例
」
は
、
現
行
の
さ
ま
ざ
ま
な
経
路
に
よ
る
回
収
体
系
を
維
持
す

る
よ
う
定
め
た
（
第
五
条
）
。
し
か
し
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の

処
理
に
つ
い
て
は
、
資
格
許
可
制
度
を
設
け
、
集
中
的
に
処
理
す
る
こ

と
と
し
た
。
処
理
企
業
の
資
格
は
、
区
を
設
置
す
る
市
レ
ベ
ル
の
人
民

政
府
の
環
境
保
護
主
管
部
門
の
審
査
を
経
て
許
可
さ
れ
る
（
第
六

条
）
。
そ
の
具
体
的
な
条
件
に
は
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
処

理
施
設
を
完
備
し
て
い
る
こ
と
、
完
全
な
処
理
を
す
る
こ
と
が
困
難
な

廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
適
切
な
利
用
ま
た
は
処
理
の
た
め
の
計

画
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
処
理
済
み
の
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
に

応
じ
た
仕
分
け
、
包
装
、
お
よ
び
そ
の
他
の
設
備
が
あ
る
こ
と
、
安

全
、
品
質
、
お
よ
び
環
境
保
護
に
関
す
る
専
門
技
術
者
を
お
い
て
い
る

こ
と
な
ど
が
含
ま
れ
る
（
第
二
三
条
）
。
資
格
の
取
得
後
は
、
さ
ら
に

「
中
華
人
民
共
和
国
公
司
登
記
管
理
条
例
」
等
の
規
定
に
基
づ
き
登
記

を
行
い
、
は
じ
め
て
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
処
理
活
動
に
従
事
で

き
る
こ
と
に
な
る
（
第
二
二
条
）
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
「
電
子
廃
棄

物
に
よ
る
環
境
汚
染
を
防
除
し
管
理
す
る
た
め
の
規
則
」
が
規
定
す
る

敷
居
を
高
く
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
処
理
主
体
の
資
格

を
個
人
経
営
の
商
工
業
者
か
ら
会
社
へ
と
進
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
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現
在
、
一
部
の
地
域
で
は
、
家
庭
内
で
の
手
作
業
工
場
方
式
に
よ
る

分
解
処
理
活
動
が
組
織
的
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
現
状
に
鑑
み
る

と
、
取
り
締
ま
り
を
し
た
り
、
短
期
間
の
う
ち
に
完
全
な
る
資
格
を
有

す
る
企
業
に
転
化
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
困
難
で
あ
る
か
ら
、
「
条

例
」
は
例
外
規
定
を
お
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
省
レ
ベ
ル
の
人
民
政
府

の
許
可
を
得
れ
ば
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
集
中
処
理
場
を
設

立
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
た
の
で
あ
る
（
注
18
）
。
廃
棄
電
気

器
具
・
電
子
製
品
の
集
中
処
理
場
は
、
汚
染
物
集
中
処
理
施
設
を
完
備

し
、
国
ま
た
は
地
方
が
制
定
す
る
汚
染
物
排
出
基
準
お
よ
び
固
体
廃
棄

物
に
よ
る
環
境
汚
染
を
防
除
す
る
た
め
の
技
術
基
準
に
合
致
し
て
い
る

こ
と
を
確
実
に
保
証
し
、
か
つ
本
条
例
が
定
め
る
、
廃
棄
電
気
器
具
・

電
子
製
品
が
満
た
す
べ
き
国
の
資
源
総
合
利
用
、
環
境
保
護
、
労
働
安

全
、
人
体
健
康
、
技
術
と
工
芸
に
関
す
る
必
要
条
件
等
の
規
定
を
遵
守

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
三
四
条
）
。

「
条
例
」
の
公
布
は
、
歴
史
上
大
き
な
節
目
と
な
る
意
義
を
有
す
る

も
の
で
あ
り
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
回
収
処
理
活
動
の
基
本

的
な
枠
組
み
を
作
り
上
げ
、
こ
の
領
域
に
お
け
る
依
る
べ
き
法
が
無
い

状
態
に
終
止
符
を
打
っ
た
。
し
か
し
「
条
例
」
は
、
原
則
的
な
条
項
が

非
常
に
多
く
、
「
条
例
」
を
徹
底
的
に
実
現
す
る
に
は
な
お
多
く
の
準

備
作
業
を
要
す
る
。
と
り
わ
け
必
要
な
の
は
、
規
則
と
技
術
基
準
を
系

統
的
に
組
み
合
わ
せ
て
制
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
す
で
に
公
布
さ

れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
「
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
処
理
に
係

る
汚
染
制
御
技
術
に
つ
い
て
の
規
範
」
が
あ
る
。
こ
の
規
範
は
、
廃
棄

電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
収
集
、
輸
送
、
貯
蔵
、
分
解
、
お
よ
び
処
理

等
の
過
程
に
お
け
る
汚
染
の
防
除
お
よ
び
環
境
保
護
に
関
す
る
制
御
内

容
と
技
術
上
の
要
求
を
定
め
て
い
る
。
今
後
さ
ら
に
廃
棄
電
気
器
具
・

電
子
製
品
の
回
収
処
理
目
録
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
回
収
方

法
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
処
理
基
金
の
徴
収
お
よ
び
管
理
方

法
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
処
理
・
発
展
計
画
に
関
す
る
指
導

的
意
見
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
処
理
の
資
質
許
可
に
関
す
る
実

施
細
則
等
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
「
条
例
」
は
、
目
下
の

と
こ
ろ
、
行
商
人
を
主
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
経
路
に
よ
る
回
収
方
法
に

つ
い
て
何
ら
の
対
策
も
提
示
し
て
い
な
い
。

二
）
政
府
の
財
政
部
門
が
補
助
す
る
家
庭
用
電
気
製
品
下
取
り

販
売
試
験

二
〇
〇
九
年
六
月
二
八
日
、
財
政
部
、
商
務
部
、
発
展
と
改
革
委
員

会
、
工
業
・
情
報
化
部
、
環
境
保
護
部
、
工
商
総
局

、
質
検
総
局

は
、
現
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在
の
行
商
人
を
主
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
経
路
に
よ
る
回
収
方
式
を
変

え
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
流
れ
る
方
向
を
規
範
に
合
わ
せ
る

た
め
、
共
同
で
「
家
庭
用
電
気
製
品
下
取
り
販
売
実
施
規
則
」
を
公
布

し
た
。
こ
れ
は
、
経
済
的
な
奨
励
措
置
を
用
い
て
、
民
衆
と
企
業
が
廃

棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
を
取
り
引
き
す
る
よ
う
誘
導
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
中
央
と
地
方
の
財
政
部
門
は
二
〇
億
元
の
資
金
を
手
配
し

（
中
央
が
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
地
方
が
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め

る
）
、
二
〇
〇
九
年
六
月
一
日
か
ら
二
〇
一
〇
年
五
月
三
一
日
ま
で
、

北
京
、
天
津
、
上
海
、
江
蘇
、
浙
江
、
山
東
、
広
東
、
福
州
、
長
沙
な

ど
九
つ
の
省
と
市
に
お
い
て
、
テ
レ
ビ
、
冷
蔵
庫
、
洗
濯
機
、
空
気
調

節
機
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
等
の
五
種
類
の
家
庭
用
電
気
製
品
の
下
取
り
販

売
試
験
を
展
開
し
た
。
そ
の
お
も
な
内
容
は
、
①
補
助
金
の
範
囲
内
で

中
古
家
庭
用
電
気
製
品
を
売
り
渡
し
か
つ
新
し
い
家
庭
用
電
気
製
品
を

購
入
す
る
消
費
者
に
対
し
、
新
し
い
家
庭
用
電
気
製
品
の
販
売
価
格
の

一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
補
助
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
〔
家
庭

用
電
気
製
品
の
〕
種
類
ご
と
に
補
助
金
の
上
限
を
定
め
る
（
注
19
）
、

②
一
定
の
時
間
内
に
〔
家
庭
用
電
気
製
品
〕
購
入
者
か
ら
中
古
の
家
庭

用
電
気
製
品
を
買
い
取
り
、
指
定
分
解
処
理
企
業
に
売
り
渡
し
、
分
解

処
理
を
さ
せ
る
落
札
家
庭
用
電
気
製
品
回
収
企
業
（
注
20
）
（
以
下
、

回
収
企
業
と
略
称
）
は
す
べ
て
、
運
送
費
補
助
金
を
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
回
収
企
業
が
回
収
す
る
中
古
の
家
庭

用
電
気
製
品
は
、
か
な
ら
ず
す
べ
て
指
定
分
解
処
理
企
業
に
売
り
渡
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
試
験
期
間
中
、
原
則
と
し
て
ひ
と
つ
の
試
験
省

あ
た
り
ひ
と
つ
ま
た
は
二
つ
の
分
解
処
理
企
業
を
選
び
、
ひ
と
つ
の
試

験
都
市
あ
た
り
ひ
と
つ
〔
の
分
解
処
理
企
業
〕
を
選
ぶ
。
指
定
を
受
け

な
か
っ
た
分
解
処
理
企
業
は
、
下
取
り
販
売
で
回
収
し
た
中
古
の
家
庭

用
電
気
製
品
の
買
い
取
り
や
処
理
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
家
庭

用
電
気
製
品
下
取
り
販
売
実
施
規
則
」
は
、
分
解
処
理
企
業
の
条
件
を

次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
「
電
子
廃
棄
物
に
よ
る
環
境

汚
染
を
防
除
し
管
理
す
る
た
め
の
規
則
」
に
基
づ
き
、
電
子
廃
棄
物
分

解
利
用
処
理
単
位
名
簿
（
臨
時
名
簿
を
含
む
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
独

立
法
人
単
位
で
あ
る
こ
と
。
〔
た
だ
し
〕
個
人
経
営
の
商
工
業
企
業
体

は
含
ま
な
い
、
②
環
境
、
品
質
、
安
全
等
に
関
す
る
管
理
・
技
術
員
を

お
い
て
い
る
こ
と
、
③
不
用
ま
た
は
中
古
の
家
庭
用
電
気
製
品
の
分

解
・
処
理
に
適
応
し
た
分
類
、
包
装
、
貯
蔵
、
分
解
、
処
理
を
す
る
た

め
の
関
連
施
設
お
よ
び
設
備
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
④
徹
底
的
に
処

理
す
る
こ
と
が
困
難
な
不
用
ま
た
は
中
古
の
家
庭
用
電
気
製
品
お
よ
び

そ
れ
を
分
解
す
る
こ
と
に
よ
り
発
生
す
る
産
物
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を

適
切
に
利
用
ま
た
は
処
理
す
る
計
画
が
あ
る
こ
と
、
⑤
家
庭
用
電
気
製

品
下
取
り
販
売
管
理
情
報
シ
ス
テ
ム
の
記
録
を
通
じ
、
不
用
ま
た
は
中
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古
の
家
庭
用
電
気
製
品
の
分
解
処
理
デ
ー
タ
を
検
査
す
る
能
力
が
あ
る

こ
と
。
不
用
ま
た
は
中
古
の
家
庭
用
電
気
製
品
の
経
営
状
況
記
録
簿
制

度
を
作
り
上
げ
て
い
る
こ
と
、
⑥
過
去
三
年
以
内
に
、
環
境
保
護
部
門

か
ら
関
連
の
処
罰
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
こ
と
、
で
あ
る
（
第
二
七

条
）
。
特
筆
す
べ
き
は
、
「
家
庭
用
電
気
製
品
下
取
り
販
売
実
施
規

則
」
が
、
分
解
処
理
企
業
に
は
個
人
経
営
の
商
工
業
企
業
体
を
含
ま
な

い
、
と
明
確
に
規
定
し
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
廃
棄
電
気
器
具
・

電
子
製
品
回
収
処
理
管
理
条
例
」
の
規
定
と
も
合
致
す
る
。

下
取
り
販
売
に
よ
る
不
用
ま
た
は
中
古
の
家
庭
用
電
気
製
品
の
回
収

効
果
は
、
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
商
務
部
が
示
し
た
統
計
数
値
に

よ
る
と
、
八
月
一
〇
日
に
家
庭
用
電
気
製
品
の
下
取
り
販
売
が
始
ま
っ

て
以
来
、
最
初
の
活
動
月
は
、
九
つ
の
試
験
省
お
よ
び
市
に
お
い
て
、

一
箇
月
で
合
わ
せ
て
一
七
万
三
〇
〇
台
の
不
用
ま
た
は
中
古
の
家
庭
用

電
気
製
品
を
回
収
し
た
。
第
二
活
動
月
は
、
合
わ
せ
て
八
〇
万
三
三
〇

〇
台
の
不
用
ま
た
は
中
古
の
家
庭
用
電
気
製
品
を
回
収
し
た
。
こ
れ
は

前
回
の
活
動
月
と
比
較
す
る
と
三
七
二
パ
ー
セ
ン
ト
増
え
た
こ
と
に
な

る
。
一
〇
月
一
五
日
の
締
め
切
り
ま
で
に
は
、
九
つ
の
試
験
省
お
よ
び

市
に
お
い
て
累
計
一
二
二
万
四
二
〇
〇
台
の
不
用
ま
た
は
中
古
の
家
庭

用
電
気
製
品
を
回
収
し
た
。
二
〇
一
〇
年
一
月
一
四
日
の
締
め
切
り
ま

で
に
は
、
九
つ
の
試
験
省
お
よ
び
市
に
お
い
て
、
五
大
類
別
に
属
す
る

中
古
の
家
庭
用
電
気
製
品
を
合
わ
せ
て
五
〇
〇
万
九
〇
〇
〇
台
回
収
し

た
。
一
月
二
四
日
の
締
め
切
り
ま
で
に
は
、
九
つ
の
試
験
省
お
よ
び
市

に
お
い
て
、
五
大
類
別
に
属
す
る
中
古
の
家
庭
用
電
気
製
品
を
合
わ
せ

て
五
七
二
万
一
〇
〇
〇
台
回
収
し
た
（
注
21
）
。

一
方
、
下
取
り
販
売
に
よ
り
消
費
者
は
大
型
家
庭
用
電
気
製
品
売
り

場
へ
と
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
り
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
回
収

市
場
の
買
い
取
り
量
は
直
接
減
少
し
た
。
商
務
部
が
発
表
し
た
市
場
監

視
測
定
が
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
試
験
省
の
ひ
と
つ
で
あ
る
山

東
省
の
省
都
・
済
南
市
を
例
に
と
る
と
、
七
月
の
済
南
の
廃
棄
電
気
器

具
・
電
子
製
品
の
月
当
た
り
の
買
い
取
り
量
は
五
万
元
未
満
で
あ
り
、

同
じ
時
期
の
前
回
の
値
と
比
較
す
る
と
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
も
減
少

し
た
（
注
22
）
。

下
取
り
販
売
は
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
を
処
理
す
る
指
定
企
業

の
「
米
無
し
で
飯
を
炊
く
〔＝

必
要
条
件
が
揃
わ
な
け
れ
ば
い
く
ら
有

能
な
人
で
も
成
功
は
望
め
な
い
例
え
。
無
い
袖
は
振
れ
ぬ
〕
」
と
い
う

難
題
を
解
決
し
た
が
、
同
時
に
迅
速
な
解
決
を
要
す
る
い
く
つ
か
の
問

題
を
も
暴
露
し
た
。

そ
の
第
一
は
、
分
解
能
力
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
中
国

消
費
者
報

」
の
記
者
の
調
査
に
よ
る
と
（
注

23
）
、
試
験
初
期
に
お
い
て
は
、
回
収
企
業
の
倉
庫
に
中
古
の
家
庭
用

北研48(2・ )153 389

現代中国の環境論 ㈧



電
気
製
品
が
手
付
か
ず
で
寝
か
さ
れ
山
積
み
に
さ
れ
て
い
る
現
象
が
、

ど
の
試
験
地
区
で
も
あ
ま
ね
く
見
ら
れ
た
。
そ
の
お
も
な
原
因
は
分
解

企
業
が
コ
ス
ト
を
考
え
て
い
た
た
め
積
極
性
に
欠
け
て
い
た
こ
と
に
あ

る
。
「
家
庭
用
電
気
製
品
下
取
り
販
売
実
施
規
則
」
に
基
づ
い
て
支
給

さ
れ
る
補
助
金
に
は
、
消
費
者
を
対
象
と
す
る
家
庭
用
電
気
製
品
補
助

金
と
、
回
収
企
業
を
対
象
と
す
る
運
送
費
補
助
金
の
二
種
類
が
あ
る

が
、
分
解
企
業
に
対
し
て
は
い
か
な
る
補
助
金
も
支
給
さ
れ
な
い
。

「
家
庭
用
電
気
製
品
下
取
り
販
売
実
施
規
則
」
に
よ
る
と
、
分
解
企
業

は
か
な
ら
ず
回
収
企
業
か
ら
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
を
買
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
原
材
料
、
設
備
、
処
理
費
用
な
ど
の
コ
ス
ト

が
、
分
解
企
業
の
受
け
入
れ
能
力
を
超
え
て
し
ま
う
。
こ
の
ほ
か
、
下

取
り
販
売
の
取
り
扱
い
工
程
に
基
づ
く
と
、
分
解
処
理
企
業
は
さ
ら
に

回
収
企
業
の
運
送
費
を
立
て
替
え
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
後
す
ぐ
月
ご

と
に
財
政
部
門
に
申
請
し
、
運
送
費
補
助
金
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
試
験
中
期
に
は
、
商
務
部
、
財
政
部
、
環
境
保
護
部
、
国
家

工
商
総
局
が
、
一
部
の
試
験
省
と
市
の
分
解
能
力
が
不
足
し
て
い
る
問

題
に
焦
点
を
当
て
、
試
験
省
と
市
の
環
境
保
護
主
管
部
門
に
対
し
、
現

存
す
る
分
解
処
理
企
業
の
潜
在
力
を
十
分
に
引
き
出
し
、
分
解
処
理
の

進
度
を
加
速
す
る
よ
う
促
す
こ
と
を
求
め
る
共
同
通
知
を
出
し
た
。
必

要
時
に
は
、
環
境
汚
染
を
防
止
す
る
と
い
う
前
提
の
も
と
、
現
在
ま
だ

「
電
子
廃
棄
物
分
解
利
用
処
理
単
位
名
簿
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
企

業
を
、
家
庭
用
電
気
製
品
下
取
り
販
売
の
指
定
分
解
処
理
企
業
に
補
充

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
補
充
さ
れ
た
企
業
は
、
限
ら
れ
た

期
間
内
に
「
名
簿
」
に
掲
載
さ
れ
る
た
め
の
関
連
基
準
を
達
成
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
注
24
）
。
し
か
し
業
界
内
の
識
者
の
中
に
は
、
分
解

企
業
の
敷
居
が
非
常
に
低
い
こ
と
、
そ
し
て
本
来
名
簿
に
載
ら
な
い
よ

う
な
企
業
を
指
定
分
解
処
理
〔
企
業
〕
の
名
簿
に
掲
載
し
て
し
ま
う

と
、
監
視
・
管
理
に
力
を
尽
く
さ
な
い
限
り
、
「
二
次
汚
染
」
お
よ
び

不
用
ま
た
は
中
古
の
家
庭
用
電
気
製
品
の
「
二
次
利
用
」
が
発
生
し
か

ね
な
い
、
と
懸
念
す
る
者
も
い
る
（
注
25
）
。

第
二
は
、
回
収
専
門
企
業
が
積
極
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

下
取
り
販
売
試
験
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
積
極
的
で
あ
っ
た
の
は
家
庭

用
電
気
製
品
販
売
企
業
で
あ
る
。
〔
下
取
り
販
売
は
〕
新
し
い
家
庭
用

電
気
製
品
の
販
売
を
促
進
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
回
収
専
門
企
業

は
あ
ま
り
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
主
た
る
原
因
は
、
財
政
部
が

二
〇
〇
九
年
八
月
二
一
日
に
公
布
し
た
「
家
庭
用
電
気
製
品
下
取
り
販

売
運
送
費
補
助
規
則
」
が
定
め
る
運
送
費
補
助
金
基
準
が
実
際
の
コ
ス

ト
よ
り
低
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
「
家
庭
用
電
気
製
品
下
取
り
販
売
運

送
費
補
助
規
則
」
に
基
づ
く
と
、
運
送
費
補
助
金
と
は
、
回
収
さ
れ
る

中
古
の
家
庭
用
電
気
製
品
の
類
型
、
規
格
、
運
搬
距
離
に
応
じ
て
分
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類
・
等
級
分
け
さ
れ
た
定
額
補
助
金
が
回
収
企
業
に
与
え
ら
れ
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
「
運
搬
距
離
」
と
は
、
回
収
企
業
の
実
際
の
所
在
地

と
分
解
処
理
企
業
の
実
際
の
所
在
地
と
の
間
の
公
正
な
距
離
を
指
し
、

そ
の
具
体
的
な
基
準
は
試
験
省
と
市
の
関
係
主
管
部
門
が
査
定
し
公
表

す
る
。
現
実
に
は
回
収
企
業
は
、
競
争
力
を
高
め
る
た
め
、
し
ば
し
ば

戸
別
訪
問
回
収
を
行
っ
て
い
る
が
、
消
費
者
の
家
か
ら
回
収
企
業
の
実

際
の
所
在
地
ま
で
の
距
離
に
対
す
る
運
送
費
に
は
、
補
助
金
が
支
給
さ

れ
な
い
。

第
三
は
、
回
収
さ
れ
た
家
庭
用
電
気
製
品
が
、
一
律
に
分
解
企
業
に

売
り
渡
さ
れ
処
理
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
回
収
さ
れ
る
家
庭
用
電
気
製

品
の
中
に
は
、
そ
の
性
能
か
ら
評
価
す
る
と
、
〔
ま
だ
〕
中
古
品
と
し

て
再
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
〔
こ
れ
ら

を
〕
一
律
に
分
解
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
「
大
量
生
産
、
大
量
消
費
、

大
量
廃
棄
」
へ
の
路
線
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
循
環
型
社
会
の

初
志
に
反
す
る
。
一
年
の
試
験
期
間
終
了
後
、
厳
格
な
区
分
基
準
、
す

な
わ
ち
中
古
品
と
し
て
再
利
用
す
る
か
、
分
解
す
る
か
を
検
査
す
る
基

準
を
設
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
中
国
中
古
品
協
会
の
「
中
古
品

質
鑑
定：

中
古
の
家
庭
用
電
気
器
具

：

）
」
に
基
づ
く
業
種
基
準
が
、
二
〇
〇
六
年
三
月
一
日
よ
り
正
式
に

実
施
さ
れ
、
中
古
の
家
庭
用
電
気
製
品
は
検
査
を
経
な
け
れ
ば
中
古
品

市
場
に
送
ら
れ
な
い
こ
と
、
〔
中
古
品
に
は
〕
「
中
古
品
」
標
識
を

は
っ
き
り
と
貼
り
付
け
、
か
つ
使
用
年
限
を
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
推
奨
基
準
に
す
ぎ
ず
、
経

営
者
に
対
す
る
強
制
的
拘
束
力
は
な
い
。
中
古
品
市
場
で
売
ら
れ
て
い

る
中
古
の
家
庭
用
電
気
製
品
の
う
ち
、
「
中
古
品
」
標
識
が
貼
ら
れ
て

い
る
も
の
は
ま
ず
見
当
た
ら
ず
、
回
収
さ
れ
る
家
庭
用
電
気
製
品
の
大

部
分
は
、
厳
格
な
検
査
を
経
て
い
な
い
。
目
下
の
と
こ
ろ
、
商
務
部
と

中
古
品
業
種
協
会
は
、
こ
れ
ら
の
〔
推
奨
〕
基
準
を
強
制
力
の
あ
る
国

家
基
準
に
し
よ
う
と
奮
闘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
二
段
階
の
試
験
は
、
経
済
刺
激
手
段
を
用
い
て
、
民
衆
と
企
業
が

廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
を
取
り
引
き
す
る
よ
う
導
い
た
。
こ
れ
は

現
在
の
進
展
状
況
を
見
る
限
り
良
い
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
試

験
終
了
後
、
政
府
の
財
政
部
門
か
ら
の
補
助
金
支
援
が
な
く
な
れ
ば
、

廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
規
範
に
合
っ
た
回
収
を
ど
の
よ
う
に
確

保
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

三

回
収
体
系
の
改
革：

再
生
資
源
回
収
体
系
試
験

中
国
に
お
い
て
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
は
、
お
も
に
移
動
性

行
商
人
を
通
じ
て
、
生
活
廃
品
の
回
収
と
同
時
に
回
収
さ
れ
る
。
そ
の
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回
収
体
系
は
再
生
資
源
の
回
収
系
統
の
管
轄
下
に
お
か
れ
る
。
廃
棄
電

気
器
具
・
電
子
製
品
の
回
収
体
系
の
混
乱
状
況
は
、
再
生
資
源
回
収
体

系
全
体
の
あ
り
様
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
目
下
の
と
こ
ろ
、
再
生

資
源
回
収
企
業
は
全
国
に
五
〇
〇
〇
以
上
あ
り
、
回
収
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

は
一
六
万
箇
所
、
従
業
員
数
は
一
〇
〇
〇
万
人
を
超
え
る
が
（
注

26
）
、
そ
の
経
営
秩
序
は
依
然
と
し
て
混
乱
し
て
お
り
、
資
源
利
用
率

は
低
く
、
二
次
汚
染
も
深
刻
で
あ
り
、
再
生
利
用
の
た
め
の
技
術
基
準

や
業
種
管
理
法
規
が
欠
如
し
て
い
る
等
の
問
題
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、

再
生
資
源
回
収
体
系
を
改
革
す
る
こ
と
は
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製

品
の
回
収
に
直
接
役
立
つ
。
商
務
部
は
、
再
生
資
源
回
収
市
場
を
規
範

に
適
合
さ
せ
、
再
生
資
源
の
回
収
利
用
率
を
高
め
、
環
境
を
保
護
し
、

再
生
資
源
の
回
収
体
系
を
作
り
上
げ
る
速
度
を
速
め
る
た
め
、
二
〇
〇

六
年
四
月
よ
り
、
全
国
の
二
六
都
市
に
お
い
て
再
生
資
源
の
回
収
体
系

を
作
り
上
げ
る
た
め
の
試
験
活
動
を
始
め
た
。
試
験
目
標
の
ひ
と
つ

は
、
地
域
社
会
の
住
民
の
た
め
の
回
収
所
、
仕
分
け
セ
ン
タ
ー
、
お
よ

び
集
散
市
場
を
規
範
に
合
わ
せ
て
改
造
し
、
「
地
域
社
会
の
回
収
所

｜

仕
分
け
セ
ン
タ
ー
｜

集
散
市
場
」
と
い
う
モ
デ
ル
を
通
じ
て
、

都
市
で
働
く
回
収
員
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
規
範
に
合
わ
せ
て
管

理
し
、
地
域
社
会
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
規
範
に
合
っ
た
回
収
所

を
設
置
し
、
再
生
資
源
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
指
定
市
場
へ
送
り

込
み
、
規
範
に
合
っ
た
取
り
引
き
と
集
中
処
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
あ

る
。
そ
の
お
も
な
対
策
の
ひ
と
つ
は
、
回
収
企
業
が
チ
ェ
ー
ン
ス
ト
ア

経
営
方
式
を
用
い
る
よ
う
誘
導
す
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
移
動
性

行
商
人
が
大
通
り
や
路
地
を
あ
ち
こ
ち
歩
き
回
っ
て
回
収
す
る
と
い
う

現
在
の
方
式
を
整
理
調
整
し
直
し
、
規
範
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
、

「
売
却
し
易
く
す
る
」
原
則
に
し
た
が
い
、
合
理
的
な
構
成
計
画
を
立

て
、
統
一
計
画
、
統
一
標
識
、
統
一
的
服
装
、
統
一
価
格
、
統
一
の

秤
、
統
一
車
両
、
お
よ
び
統
一
的
管
理
を
作
り
上
げ
、
規
範
に
合
っ
た

固
定
式
あ
る
い
は
移
動
式
の
地
域
社
会
回
収
所
を
経
営
す
る
よ
う
導
く

こ
と
で
あ
る
（
「
七
つ
の
統
一
と
ひ
と
つ
の
規
範

」
）
（
注
27
）
。

再
生
資
源
回
収
体
系
試
験
は
、
中
央
お
よ
び
地
方
〔
政
府
〕
か
ら
財

政
上
の
支
援
を
得
た
。
財
政
部
は
、
二
〇
〇
七
年
よ
り
、
再
生
資
源
回

収
利
用
を
サ
ー
ビ
ス
業
の
特
定
項
目
資
金
に
含
め
る
こ
と
で
援
助
し
て

い
る
。
た
と
え
ば
北
京
市
と
上
海
市
は
そ
れ
ぞ
れ
特
定
項
目
資
金
二
〇

〇
〇
万
元
お
よ
び
四
五
〇
〇
万
元
を
割
り
当
て
支
給
す
る
こ
と
で
、
試

験
的
建
設
活
動
を
後
押
し
し
て
い
る
。
浙
江
省
は
、
ト
ッ
プ
企
業
に
毎

年
一
〇
〇
〇
万
元
の
特
定
項
目
資
金
補
助
金
を
支
給
し
て
い
る
。
成
都

市
の
財
政
部
門
は
、
環
境
に
配
慮
し
て
い
る
回
収
所
に
毎
月
そ
れ
ぞ
れ

五
〇
〇
元
の
補
助
金
を
直
接
支
給
し
て
い
る
。
瀋
陽
市
は
回
収
ネ
ッ
ト
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ワ
ー
ク
体
系
の
構
築
を
請
け
負
う
単
位
に
、
政
策
的
補
助
金
三
〇
万
元

を
支
給
し
て
い
る
。
査
収
に
合
格
し
た
回
収
所
は
、
五
〇
〇
元
の
補
助

金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
（
注
28
）
。

試
験
が
重
点
的
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
の
ひ
と
つ
は
、

経
営
秩
序
が
長
期
に
わ
た
り
混
乱
し
て
い
る
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。

二
〇
〇
七
年
三
月
二
七
日
、
商
務
部
は
、
発
展
と
改
革
委
員
会
、
公
安

部
、
建
設
部
、
も
と
の
国
家
環
境
保
護
総
局
な
ど
の
五
部
門
と
共
同
で

「
再
生
資
源
を
回
収
管
理
す
る
た
め
の
規
則
」
を
公
布
し
（
二
〇
〇
七

年
五
月
一
日
施
行
）
、
再
生
資
源
回
収
経
営
者
に
対
し
、
商
工
登
記
を

す
る
こ
と
、
お
よ
び
商
務
主
管
部
門
へ
報
告
し
記
録
を
残
す
こ
と
を
求

め
る
監
視
・
管
理
制
度
の
実
施
を
確
立
し
た
。
〔
こ
れ
に
よ
り
〕
再
生

資
源
回
収
経
営
活
動
を
行
う
場
合
は
、
商
工
行
政
管
理
の
登
記
条
件
を

満
た
し
、
営
業
許
可
書
を
受
領
し
て
は
じ
め
て
経
営
活
動
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
営
業
許
可
書
の
受
領
後
三
〇
日
以

内
に
、
登
記
地
の
商
工
行
政
管
理
部
門
と
同
等
の
商
務
主
管
部
門
あ
る

い
は
そ
の
権
限
を
授
与
さ
れ
た
機
関
へ
報
告
し
、
記
録
を
残
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
規
範
に
合
っ
た
経
営
者
に
は
、
再
生
資
源
の
回

収
経
営
活
動
に
携
わ
る
企
業
と
個
人
経
営
の
商
工
業
企
業
体
の
み
が
含

ま
れ
（
第
三
条
）
、
数
の
う
え
で
多
数
を
占
め
る
移
動
性
行
商
人
は
監

視
・
管
理
の
範
囲
内
に
含
ま
れ
な
い
た
め
、
行
商
人
の
監
視
・
管
理
に

関
す
る
問
題
は
依
然
と
し
て
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。
試
験
都
市
で
あ
る

浙
江
省
永
康
市
の
経
験
に
よ
る
と
、
回
収
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
後
、

回
収
専
門
員
の
組
織
は
増
加
し
て
い
な
い
も
の
の
、
当
該
市
に
も
と
も

と
存
在
し
た
回
収
員
の
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
管
理
体
系
に
組
み
込

ま
れ
た
。
〔
同
市
で
は
〕
基
本
的
に
回
収
所
を
固
定
し
た
う
え
で
、
移

動
性
行
商
人
を
指
導
し
規
範
化
を
進
め
、
回
収
所
か
ら
人
名
簿
と
「
七

つ
の
統
一
と
ひ
と
つ
の
規
範
」
制
度
を
作
り
出
し
、
移
動
し
な
が
ら
回

収
す
る
不
用
ま
た
は
中
古
の
物
資
を
す
べ
て
統
一
的
に
回
収
所
へ
転
送

す
る
こ
と
で
回
収
コ
ス
ト
を
抑
え
、
移
動
性
行
商
人
の
管
理
問
題
を
も

効
果
的
に
解
決
し
た
（
注
29
）
。
こ
の
ほ
か
、
試
験
都
市
で
は
な
い

が
、
｜

河
南
省
鄭
州
市
の
人
民
政
府
が
二
〇
〇
五
年
七
月
二
〇
日
に

公
布
し
た
地
方
政
府
規
則
｜

「
鄭
州
市
に
お
け
る
再
生
資
源
を
回
収

管
理
す
る
た
め
の
規
則

）
」
に

よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
管
理
モ
デ
ル
も
参
考
に
値
す
る
。
そ
れ
は
す
な
わ

ち
政
府
部
門
に
よ
る
管
理
と
業
種
協
会
に
よ
る
自
律
的
な
管
理
を
結
び

付
け
た
モ
デ
ル
で
あ
り
、
当
該
市
に
お
い
て
再
生
資
源
回
収
に
従
事
す

る
移
動
性
買
い
付
け
人
は
再
生
資
源
業
種
協
会
で
登
記
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
再
生
資
源
業
種
協
会
は
移
動
性
買
い

付
け
人
の
氏
名
、
住
所
、
お
よ
び
身
分
証
番
号
を
あ
り
の
ま
ま
登
記

し
、
か
つ
所
在
地
の
公
安
機
関
と
再
生
資
源
回
収
管
理
部
門
へ
報
告
し
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て
記
録
を
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
再
生
資
源
業
種
協
会
は
、
登
記

を
済
ま
せ
た
移
動
性
買
い
付
け
人
に
統
一
的
な
再
生
資
源
回
収
標
識
を

与
え
、
公
安
機
関
の
交
通
管
理
部
門
の
認
可
を
経
た
移
動
買
い
付
け
車

両
お
よ
び
車
両
番
号
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
一
五
条
）
。
目

下
の
と
こ
ろ
国
務
院
は
「
再
生
資
源
を
回
収
管
理
す
る
た
め
の
条
例

（

）
の
制
定
を
検
討
し
て
い
る
が
、
移
動
性

行
商
人
の
監
視
・
管
理
問
題
も
〔
同
条
例
の
〕
調
整
対
象
範
囲
内
に
含

め
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
試
験
都
市
で
あ
る
上
海
市
は
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子

製
品
を
回
収
す
る
二
種
類
の
モ
デ
ル
を
作
り
上
げ
た
。
第
一
は
、
廃
棄

電
気
器
具
・
電
子
製
品
を
再
生
資
源
の
一
種
と
と
ら
え
、
総
合
的
な
再

生
資
源
回
収
企
業
が
回
収
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
廃
棄

電
気
器
具
・
電
子
製
品
を
専
門
的
に
回
収
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作

り
、
処
理
企
業
（
有
限
会
社
上
海
電
子
廃
棄
物
取
引
セ
ン
タ
ー
／

を
ト
ッ
プ
企
業
と
し
て
、

〔
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
を
〕
専
門
的
に
収
集
、
分
類
処
理
す
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
種
類
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ

も
電
話
に
よ
る
取
引
業
務
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
オ
ン
ラ
イ

ン
取
引
業
務
が
開
設
さ
れ
、
企
業
あ
る
い
は
住
民
は
、
電
話
ま
た
は
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
申
し
込
み
を
す
る
と
、
戸
別
訪
問
取
引
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
〔
従
来
の
〕
移
動
性
行
商
人
に
よ
る

戸
別
訪
問
サ
ー
ビ
ス
に
効
果
的
に
取
っ
て
代
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
（
注

30
）
。

商
務
部
は
、
第
一
回
目
の
試
験
が
も
た
ら
し
た
効
果
に
鑑
み
、
二
〇

〇
九
年
七
月
よ
り
、
第
二
回
目
の
再
生
資
源
回
収
体
系
を
形
成
す
る
た

め
の
試
験
活
動
を
組
織
的
に
展
開
し
始
め
た
。
〔
商
務
部
は
〕
第
二
回

目
の
試
験
単
位
と
し
て
二
九
の
都
市
と
一
一
の
集
散
市
場
を
定
め
、
都

市
周
辺
の
地
域
社
会
の
回
収
所
、
専
門
加
工
セ
ン
タ
ー
、
お
よ
び
集
散

取
引
市
場
等
〔
の
各
部
分
〕
を
展
開
し
た
。
試
験
に
お
い
て
は
安
全
を

強
化
し
、
労
働
者
を
保
護
し
、
環
境
保
護
施
設
を
建
設
し
、
排
出
ゼ

ロ
・
汚
染
ゼ
ロ
の
環
境
に
配
慮
し
た
発
展
を
一
歩
一
歩
実
現
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
注
31
）
。
二
回
に
わ
た
る
再
生
資
源
回
収
体
系
建
設
試

験
活
動
の
重
要
な
内
容
の
ひ
と
つ
は
、
地
域
社
会
に
便
利
で
規
範
に
適

合
し
た
回
収
所
を
等
し
く
建
設
し
、
こ
れ
ま
で
長
ら
く
用
い
ら
れ
て
き

た
移
動
性
行
商
人
を
主
と
す
る
回
収
方
式
を
変
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

う
し
た
一
新
は
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
回
収
活
動
の
規
範
化

を
直
接
促
し
、
二
次
汚
染
の
問
題
を
効
果
的
に
解
決
す
る
こ
と
に
な

る
。
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Ⅳ

将
来
の
課
題
と
展
望

中
国
に
お
け
る
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
回
収
処
理
の
過
程
と

は
、
深
刻
な
制
御
不
能
〔
状
態
〕
か
ら
、
政
府
が
徐
々
に
こ
れ
を
重
視

す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
し
て
試
験
か
ら
立
法
規
範
へ
と
向
か
う
過
程
で

あ
る
。
「
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
回
収
処
理
管
理
条
例
」
の
公
布

は
、
ひ
と
つ
の
転
換
と
飛
躍
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
同
条
例
は
ひ
と

つ
の
枠
組
み
を
定
め
た
法
規
に
す
ぎ
ず
、
さ
ら
に
一
連
の
規
則
を
制
定

し
〔
条
例
と
〕
合
わ
せ
て
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
「
条

例
」
の
規
定
に
は
明
ら
か
に
過
渡
的
な
語
感
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、

そ
の
枠
組
み
的
な
制
度
も
実
践
経
験
と
修
正
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

今
後
、
中
国
の
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
に
関
す
る
法
制
建
設
は
、

以
下
の
よ
う
な
課
題
に
当
面
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

一

E
P
R

原
則
の
導
入
の
程
度

E
P
R

原
則
は
す
で
に
各
国
の
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
管
理

立
法
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
基
本
的
な
指
導
原
則
に
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
今
ご
ろ
に
な
っ
てE

P
R

概
念
の
発
展
お
よ
び
各
国
に
お
け
るE

P
R

原
則
の
受
け
入
れ
の
程
度
が
、
〔
同
原
則
の
〕
当
初
の
意
味
か
ら
背
離

し
て
き
て
い
る
。
経
済
協
力
開
発
機
構
（O

E
C
D

）
に
よ
るE

P
R

研
究

は
、
三
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
段
階
に
発
表
さ
れ
た
報
告

（
一
九
九
六
年
）
は
、E

P
R

に
つ
い
て
「
生
産
者
責
任
を
、
製
品
の

生
命
周
期
が
消
費
さ
れ
た
後
の
段
階
ま
で
引
き
延
ば
す
こ
と
（ex

ten
-

sion
 
o
f th

e
 
resp
onsib

ilities
 
of prod

ucers
 
to
 
the
 
po
st-

consum
er sta

ge o
f prod

ucts’
life cycles

）
」
と
定
義
し
た
。

E
P
R

は
廃
棄
物
管
理
コ
ス
ト
〔
の
負
担
者
〕
を
地
方
政
府
か
ら
生
産

者
へ
と
転
換
す
る
た
め
の
政
策
的
手
段
で
あ
っ
た
（
注
32
）
。
第
二
段

階
に
発
表
さ
れ
た
報
告
（
一
九
九
八
年
）
は
、
「E

P
R

は
生
産
者
責

任
を
引
き
延
ば
す
の
み
な
ら
ず
、
生
産
者
、
消
費
者
、
政
府
、
お
よ
び

他
の
関
係
者
の
間
の
責
任
を
分
担
す
る
も
の
で
あ
る
（b

oth
 

ex
ten
ded
 
a
n
d
 
sh
ared

 
am
o
ng
 
p
ro
du
cers a

nd
 
bey
ond
 
by

 
pro
du
cers w

ith con
su
m
ers,
g
ov
ern
m
en
ts,
an
d o
th
er acto

rs
 

acro
ss s o

ciety

）
」
と
強
調
し
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
分
担
は
、
生

産
者
が
最
終
的
な
責
任
（ultim

ate resp
on
sibility

）
を
負
う
と
い

う
基
礎
の
上
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
、
か
つ
生
産
者
と
生
産
者
責
任
組

織
（p

ro
du
cer respo

nsib
ility o

rga
nisa
tio
n,
P
R
O

）
、
お
よ
び

地
方
政
府
の
一
部
が
物
理
的
責
任
を
分
担
す
る
と
い
う
意
味
に
限
定
さ

れ
て
い
た
（
注
33
）
。
第
三
段
階
に
発
表
さ
れ
た
政
府
活
動
の
手
引
き

は
、
生
産
者
責
任
を
さ
ら
に
弱
体
化
さ
せ
た
。
す
な
わ
ちE

P
R

と
は
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「
地
方
政
府
の
物
理
的
お
よ
び
／
あ
る
い
は
経
済
的
責
任
（ph

ysi-

cally
 
an
d /o
r eco

no
m
ically

）
の
す
べ
て
あ
る
い
は
一
部
（fu

lly
 

or pa
rtia
lly

）
を
生
産
者
へ
転
換
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た

の
で
あ
る
（
注
34
）
。
つ
ま
り
分
担
す
べ
き
責
任
を
、
物
理
的
責
任
か

ら
経
済
的
責
任
へ
と
拡
大
し
、
経
済
的
責
任
の
分
担
を
、
生
産
者
と
消

費
者
の
間
で
の
分
担
か
ら
、
生
産
者
と
地
方
政
府
の
間
で
の
分
担
へ
と

拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
コ
ス
ト
の
完
全
内
部
化
」
か
ら
「
部
分
的

な
内
部
化
」
へ
と
拡
大
し
た
の
で
あ
る
（
注
35
）
。
各
国
の
実
践
状
況

を
み
る
と
、E

P
R

の
導
入
は
、
各
利
益
主
体
に
よ
る
一
種
の
駆
け
引

き
の
過
程
で
あ
り
、
一
般
に
は
当
該
国
の
経
済
水
準
、
消
費
者
の
環
境

保
護
に
対
す
る
意
識
や
廃
棄
に
関
す
る
習
慣
、
産
業
界
の
承
諾
の
程
度

と
受
け
入
れ
能
力
、
地
方
政
府
に
よ
る
廃
棄
物
回
収
処
理
の
歴
史
状
況

等
の
要
素
に
基
づ
き
総
合
的
に
考
慮
し
た
う
え
、
当
該
国
に
ふ
さ
わ
し

いE
P
R

モ
デ
ル
を
案
出
す
る
。
た
と
え
ば
日
本
の
「
家
電
リ
サ
イ
ク

ル
法
〔
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
〕
」
は
、
典
型
的
な
責
任
分
担

モ
デ
ル
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
製
造
業
者
は
〔
中
古
の
家
庭
用
電
気
製
品

を
〕
回
収
し
再
生
循
環
さ
せ
る
物
理
的
責
任
を
負
い
、
小
売
業
者
は
自

ら
が
販
売
し
た
製
品
の
回
収
お
よ
び
下
取
り
販
売
を
行
う
物
理
的
責
任

を
負
う
。
し
か
し
運
送
費
用
と
再
生
循
環
費
用
と
い
っ
た
経
済
的
責
任

は
消
費
者
が
負
い
、
不
法
投
棄
さ
れ
た
廃
棄
製
品
を
回
収
し
再
生
循
環

さ
せ
る
責
任
は
地
方
政
府
が
負
う
。
「
親
の
無
い
製
品
〔＝

引
き
取
る

べ
き
製
造
業
者
等
が
存
せ
ず
、
ま
た
は
当
該
製
造
業
者
等
を
確
知
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
製
品
（
同
法
第
三
三
条
二
号
）
〕
」
を
回
収
し
再
生

循
環
さ
せ
る
等
の
責
任
は
指
定
法
人
が
負
う
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

経
済
協
力
開
発
機
構
（O

E
C
D

）
の
「E

P
R
：

政
府
活
動
の
手
引

き
」
に
照
ら
す
と
、
中
国
の
「
条
例
」
は
大
幅
な
割
引
を
し
てE

P
R

を
導
入
し
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
生
産
者
は
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電

子
製
品
の
回
収
処
理
費
用
の
補
助
金
と
し
て
用
い
ら
れ
る
廃
棄
電
気
器

具
・
電
子
製
品
基
金
を
納
め
る
経
済
的
責
任
の
み
を
負
う
。
〔
「
条

例
」
は
〕
物
理
的
責
任
に
つ
い
て
、
未
だ
生
産
者
に
回
収
や
処
理
と

い
っ
た
物
理
的
責
任
を
課
し
て
お
ら
ず
、
生
産
者
が
自
ら
、
あ
る
い
は

販
売
者
、
修
理
機
構
、
販
売
後
の
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
機
構
、
廃
棄
電

気
器
具
・
電
子
製
品
の
回
収
経
営
者
に
委
託
し
て
、
廃
棄
電
気
器
具
・

電
子
製
品
を
回
収
す
る
よ
う
奨
励
す
る
の
み
で
あ
る
（
第
一
三
条
一

項
）
。
分
解
処
理
に
つ
い
て
、
「
条
例
」
が
定
め
る
モ
デ
ル
は
、
第
三

者
す
な
わ
ち
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
処
理
資
格
を
取
得
し
た
専

門
企
業
が
行
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
「
条
例
」
は
、
販
売
者
が
回

収
義
務
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
規
定
し
て
お
ら
ず
、
消
費
者

の
責
任
に
つ
い
て
は
何
ら
規
定
し
て
い
な
い
。
国
家
発
展
と
改
革
委
員

会
が
二
〇
〇
四
年
に
公
布
し
た
「
不
用
ま
た
は
中
古
の
家
庭
用
電
気
製
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品
お
よ
び
電
子
製
品
の
回
収
処
理
に
関
す
る
管
理
条
例

」
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
版
草

稿
）
に
照
ら
す
と
、
立
法
者
の
本
来
の
意
図
は
、
生
産
者
と
販
売
者
に

物
理
的
責
任
を
課
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
〔
「
条

例
」
草
稿
に
は
〕
、
「
生
産
者
は
自
ら
あ
る
い
は
資
質
を
備
え
た
処
理

企
業
に
委
託
し
て
不
用
ま
た
は
中
古
の
家
庭
用
電
気
製
品
を
処
理
す
る

こ
と
が
で
き
る
」
（
第
九
条
第
二
款
）
、
「
販
売
者
と
販
売
後
の
ア
フ

タ
ー
サ
ー
ビ
ス
機
構
は
、
不
用
ま
た
は
中
古
の
家
庭
用
電
気
製
品
を
回

収
し
、
資
質
を
備
え
た
処
理
企
業
へ
売
り
渡
す
義
務
を
有
す
る
」
（
第

一
一
条
）
、
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
関
連
す
る
罰
則
も
お
か
れ
て

い
た
（
第
二
三
条
、
第
二
四
条
）
。
し
か
し
〔
こ
の
「
条
例
」
草
稿

は
〕E

P
R

を
厳
格
に
定
め
て
い
た
た
め
、
生
産
者
と
販
売
者
の
抵
抗

に
遭
い
、
「
条
例
」
は
五
年
後
に
よ
う
や
く
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た

が
、
駆
け
引
き
の
結
果
最
終
的
に
確
定
さ
れ
たE

P
R

は
明
ら
か
に
過

渡
的
な
色
彩
を
帯
び
て
い
た
。
し
か
し
別
の
角
度
か
ら
見
る
と
、
こ
れ

は
中
国
の
現
在
の
国
情
に
適
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
民
間
で

は
不
用
ま
た
は
中
古
の
物
資
を
少
し
ず
つ
た
め
て
は
売
る
と
い
う
習
慣

を
長
い
時
間
を
か
け
て
作
り
上
げ
て
き
た
の
で
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電

子
製
品
の
回
収
を
主
と
し
て
〔
こ
れ
ま
で
の
習
慣
と
は
〕
逆
の
有
償
方

式
で
行
い
、
消
費
者
に
直
接
責
任
を
課
す
、
と
り
わ
け
経
済
的
責
任
を

課
す
〔
と
い
う
新
方
式
〕
を
短
期
間
の
う
ち
に
運
用
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。
ま
た
電
気
器
具
・
電
子
生
産
商
の
数
が
非
常
に
多
く
、
経
済

や
技
術
に
関
す
る
実
力
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
た
め
、
現
段
階
で
物
理
的

責
任
を
課
す
こ
と
は
企
業
の
負
担
を
過
度
に
増
や
す
お
そ
れ
が
あ
り
、

か
つ
分
解
処
理
業
の
規
模
拡
大
化
や
規
範
化
に
と
っ
て
も
不
利
に
な

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
生
産
者
に
物
理
的
責
任
が
課
さ
れ
な
け
れ
ば
、

環
境
に
配
慮
し
た
設
計
を
行
お
う
と
す
る
原
動
力
は
小
さ
く
な
り
（
注

36
）
、
他
方
で
生
産
者
と
回
収
・
処
理
業
者
と
の
間
の
協
力
関
係
は
生

ま
れ
な
い
。
ま
た
費
用
負
担
者
と
基
金
使
用
者
は
駆
け
引
き
関
係
に
あ

り
、
こ
の
両
者
を
結
び
つ
け
る
架
け
橋
の
役
目
を
果
た
す
の
が
政
府
で

あ
る
と
こ
ろ
、
政
府
は
回
収
処
理
基
金
の
徴
収
お
よ
び
使
用
方
法
を
定

め
る
に
当
た
り
、
釣
り
合
い
の
と
れ
な
い
情
報
と
い
う
挑
戦
に
直
面

し
、
管
理
コ
ス
ト
が
増
加
す
る
こ
と
に
な
る
〔＝

各
方
面
か
ら
調
整
困

難
な
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
が
政
府
に
寄
せ
ら
れ
る
た
め
、
政
府
は
そ
の
調

整
に
手
間
取
り
、
管
理
コ
ス
ト
が
増
大
し
て
し
ま
う
〕
。
こ
の
た
め
将

来
的
に
は
、E

P
R

は
、
順
を
追
っ
て
一
歩
一
歩
進
め
る
か
た
ち
で
実

施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
産
者
が
経
済
的
責
任
の
み
を
負
う
現
状

か
ら
、
〔
生
産
者
が
経
済
的
責
任
を
負
う
と
〕
同
時
に
物
理
的
責
任
の

一
部
あ
る
い
は
す
べ
て
を
負
う
よ
う
一
歩
一
歩
移
行
す
べ
き
で
あ
る
。
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二

回
収
体
系
の
建
設

中
国
で
は
こ
れ
ま
で
長
き
に
わ
た
り
「
個
人
経
営
の
行
商
人
が
中
心

と
な
り
」
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
を
回
収
し
て
き
た
が
、
こ
の
情

勢
を
改
め
る
た
め
、
政
府
は
ま
ず
行
政
規
則
を
通
じ
て
機
関
、
事
業
単

位
、
国
営
企
業
、
お
よ
び
軍
隊
に
対
し
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品

を
無
償
で
引
き
渡
す
よ
う
求
め
た
が
、
こ
れ
は
単
に
廃
棄
電
気
器
具
・

電
子
製
品
の
流
れ
の
ほ
ん
の
一
部
を
解
決
し
た
に
す
ぎ
ず
、
〔
ま
だ
〕

家
庭
と
普
通
企
業
か
ら
は
大
量
の
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
が
生
み

出
さ
れ
て
い
る
。
下
取
り
販
売
に
関
す
る
財
政
部
門
の
補
助
金
を
運
用

し
て
経
済
を
刺
激
す
る
手
法
は
、
消
費
者
と
企
業
が
廃
棄
電
気
器
具
・

電
子
製
品
を
取
り
引
き
す
る
こ
と
を
促
し
た
。
こ
れ
は
疑
い
な
く
強
力

な
措
置
で
あ
っ
た
が
、
財
政
部
門
の
補
助
金
に
は
結
局
の
と
こ
ろ
財
力

と
時
間
の
制
約
が
あ
る
た
め
、
下
取
り
販
売
試
験
は
内
需
を
刺
激
し
、

規
範
に
合
っ
た
回
収
の
手
本
を
示
す
一
時
的
な
措
置
に
す
ぎ
ず
、
廃
棄

電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
回
収
問
題
を
根
本
か
ら
解
決
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
ひ
と
た
び
財
政
部
門
か
ら
の
補
助
金
が
止
ま
れ
ば
、
消
費
者

に
対
し
ど
の
よ
う
に
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
正
し
い
取
り
引
き

を
促
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
回
収
企
業
に
よ
る
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製

品
の
引
き
渡
し
行
為
を
ど
の
よ
う
に
規
範
に
合
わ
せ
れ
ば
よ
い
の
か
。

市
場
化
、
利
潤
化
、
産
業
化
、
お
よ
び
規
範
化
は
、
回
収
体
系
建
設
の

長
期
目
標
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
た
め
政
府
は
、
回
収
企
業
が
持
続

可
能
な
回
収
体
系
を
形
成
で
き
る
よ
う
導
く
こ
と
に
重
点
を
お
く
べ
き

で
あ
る
。
再
生
資
源
回
収
体
系
試
験
が
推
進
し
た
、
廃
棄
電
気
器
具
・

電
子
製
品
を
専
門
的
に
回
収
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
モ
デ

ル
、
お
よ
び
「
地
域
社
会
の
回
収
所
｜

仕
分
け
セ
ン
タ
ー
｜

集
散

市
場
」
モ
デ
ル
、
と
り
わ
け
移
動
性
行
商
人
に
対
す
る
指
導
と
そ
の
規

範
的
管
理
は
、
徐
々
に
全
国
に
普
及
さ
せ
る
価
値
が
あ
る
。
長
い
目
で

み
る
と
、
そ
の
環
境
に
与
え
る
効
果
は
、
政
府
の
財
政
部
門
に
よ
る
補

助
金
を
用
い
た
下
取
り
販
売
方
式
よ
り
も
優
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、

生
産
者
は
既
存
の
販
売
経
路
を
有
す
る
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
販
売
経
路

を
通
じ
て
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
を
回
収
す
る
の
も
も
う
ひ
と
つ

の
主
要
な
方
途
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
「
条
例
」
の
規
定
に
よ
れ
ば
、

国
は
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
生
産
者
が
自
ら
、
あ
る
い
は
販
売
者
、

修
理
機
構
、
販
売
後
の
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
機
構
、
廃
棄
電
気
器
具
・

電
子
製
品
の
回
収
経
営
者
に
委
託
し
て
、
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品

を
回
収
す
る
よ
う
奨
励
す
る
、
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
第
一
一
条
第
一

項
）
。
こ
の
規
定
は
、
将
来
、
生
産
者
の
物
理
的
責
任
を
徐
々
に
推
進

さ
せ
る
の
に
有
益
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
着
実
に
実
行
で
き
る
か
否
か

は
、
こ
れ
を
強
く
奨
励
す
る
措
置
と
回
収
後
の
製
品
の
流
れ
を
監
視
管
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理
す
る
措
置
を
組
み
合
わ
せ
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
鍵
と
な
ろ
う
。

三

地
方
政
府
の
責
務

国
外
で
は
、
地
方
政
府
の
主
導
の
も
と
に
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製

品
の
回
収
・
処
理
活
動
が
管
理
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
「
条
例
」

は
、
地
方
政
府
の
職
責
に
つ
い
て
、
計
画
の
策
定
（
第
二
一
条
）
、
廃

棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
処
理
資
格
の
許
可
（
第
二
四
条
）
、
お
よ

び
監
督
検
査
（
第
二
五
条
）
と
い
っ
た
職
責
を
あ
い
ま
い
な
か
た
ち
で

規
定
す
る
に
と
ど
ま
る
。
中
国
の
土
地
は
果
て
し
な
く
広
く
、
各
地
の

経
済
発
展
水
準
、
産
業
分
布
、
民
衆
の
環
境
保
護
意
識
な
ど
に
は
大
き

な
隔
た
り
が
あ
る
。
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
回
収
処
理
も
、

〔
地
域
に
よ
り
〕
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
や
管
理
上
の
要
求
が
現
れ
て
い
る

た
め
、
以
下
に
示
す
各
分
野
で
地
方
政
府
の
作
用
を
強
化
す
る
必
要
が

あ
る
。
（
一
）
地
方
政
府
が
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
回
収
処
理

に
関
す
る
地
方
性
法
規
を
制
定
す
る
。
具
体
的
に
は
、
省
レ
ベ
ル
の
人

民
代
表
大
会
が
地
方
性
法
規
を
制
定
し
、
あ
る
い
は
省
レ
ベ
ル
の
政
府

が
政
府
規
則
を
制
定
し
、
以
て
当
該
地
区
に
お
け
る
廃
棄
電
気
器
具
・

電
子
製
品
の
回
収
処
理
に
関
す
る
実
際
の
需
要
に
適
合
さ
せ
る
。

（
二
）
地
方
政
府
が
当
該
地
区
の
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
流
れ

の
統
計
を
と
る
。
こ
れ
は
目
下
の
と
こ
ろ
、
急
い
で
完
成
さ
せ
る
べ
き

基
本
業
務
で
あ
る
。
（
三
）
地
方
政
府
が
当
該
地
区
の
廃
棄
電
気
器

具
・
電
子
製
品
処
理
業
の
発
展
計
画
を
立
て
、
当
該
業
種
の
支
援
政
策

を
研
究
す
る
。
（
四
）
中
古
品
検
査
・
流
通
基
準
に
基
づ
き
、
地
方
政

府
が
中
古
家
庭
用
電
気
製
品
市
場
の
動
き
を
監
督
し
、
中
古
流
通
を
名

目
に
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
が
自
ら
勝
手
に
処
理
さ
れ
る
こ
と
を

防
止
す
る
。
（
五
）
地
方
政
府
が
当
該
地
区
の
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子

製
品
処
理
企
業
を
監
視
管
理
し
、
厳
格
に
法
律
を
執
行
す
る
。
各
レ
ベ

ル
の
地
方
政
府
首
脳
に
つ
い
て
は
、
環
境
保
護
と
在
職
期
間
中
の
政
治

的
業
績
の
審
査
指
標
を
連
動
さ
せ
〔
て
評
価
し
〕
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
う
し
て
は
じ
め
て
地
方
政
府
に
よ
る
環
境
法
執
行
の
効
力
を
効

果
的
に
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
違
法
な
手
作
業
工
場
に
対
し

て
は
、
厳
し
い
打
撃
を
加
え
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
各
種
の
経
路
を
用

い
て
回
収
さ
れ
る
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
を
正
規
の
処
理
工
場
へ

と
流
れ
る
よ
う
仕
向
け
る
こ
と
が
で
き
、
環
境
汚
染
問
題
を
比
較
的
徹

底
し
て
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
六
）
地
方
政
府
が
地
域
社
会
と

協
力
し
、
民
衆
の
環
境
教
育
を
強
化
し
、
企
業
が
地
域
社
会
に
廃
棄
電

気
器
具
・
電
子
製
品
回
収
所
を
設
置
す
る
よ
う
指
導
す
る
。
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注

１
）

国
家
統
計
局

『
中
国
統
計
年
鑑

』
（
二
〇
〇
八
年
）
。

２
）

国
家
環
境
保
護
部

「
「
廃
棄
電
気
器
具
・
電

料

・ )16北研48(2 400

資

4

原
注
の
級

▶

に
し
て
る

数
は
前
回
（
45
巻
２
号
）
同
様
12
級



子
製
品
回
収
処
理
管
理
条
例
」
に
つ
い
て
の
記
者
質
問
に
対
す

る
、
国
務
院
法
制

公
室
・
環
境
保
護
部
責
任
者
の
回
答

（

、

）
」
、http

: //w
w
w
.

m
ep.go

v.cn
/zhx

x
/h
jyw
/200903 /t20090310 135146.h

tm

３
）
「
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品

」

（W
a
ste
 
E
lectrica

l
 
a
n
d
 
E
lectro

n
ic
 
E
q
u
ip
m
en
t,

W
E
E
E

）
。
こ
れ
ま
で
中
国
の
研
究
者
の
多
く
は
こ
れ
を
「
電

子
廃
棄
物

」
（E

-w
aste

）
と
称
し
て
い
た
が
、

二
〇
〇
九
年
に
国
務
院
が
公
布
し
た
「
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製

品
回
収
処
理
管
理
条
例
」
は
、
欧
州
連
合
（E

U

）
のW

E
E
E

指

令
に
関
す
る
規
定
を
参
照
し
、
「
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
」

と
い
う
用
語
を
正
式
に
採
用
し
た
。
国
家
環
境
保
護
部
が
二
〇
一

〇
年
一
月
四
日
に
公
布
し
、
四
月
一
日
よ
り
実
施
し
た
国
家
基
準

で
あ
る
｜

「
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
処
理
に
係
る
汚
染

制
御
技
術
に
つ
い
て
の
規
範
（

）
」
（T

ech
nical sp

ecifica
tio
n o
f p
ollu
tio
n

 
con
trol for processing w

aste electrical an
d electron

ic
 

equ
ipm
en
t

）
は
、
「
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
」
を
、
「
製

品
の
所
有
者
が
す
で
に
投
げ
捨
て
た
、
あ
る
い
は
廃
棄
し
た
電
気

器
具
・
電
子
製
品
（
そ
の
製
品
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
部
品
、
若

干
の
部
品
か
ら
で
き
て
い
る
取
り
換
え
可
能
な
部
分
、
お
よ
び
材

料
を
含
む
）
、
お
よ
び
生
産
・
運
送
・
販
売
の
過
程
で
生
じ
る
不

合
格
製
品
、
廃
棄
処
分
に
な
っ
た
製
品
、
お
よ
び
期
限
切
れ
製

品
」
と
定
義
し
た
。
こ
の
た
め
、
本
稿
で
用
い
る
「
廃
棄
電
気
器

具
・
電
子
製
品
」
の
用
語
の
範
囲
も
、
「
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子

製
品
の
処
理
に
係
る
汚
染
制
御
技
術
に
つ
い
て
の
規
範
」
付
属
文

書
Ａ
に
列
記
さ
れ
て
い
る
分
類
と
目
録
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
製
品
、
通
信
設
備
、
視
聴
製
品
と
放
送

テ
レ
ビ
設
備
、
家
庭
用
お
よ
び
類
似
し
た
用
途
の
電
気
器
具
製

品
、
器
械
・
計
器
お
よ
び
測
量
・
監
視
制
御
製
品
、
電
動
工
具
と

電
線
・
ケ
ー
ブ
ル
な
ど
七
分
類
三
九
種
類
の
製
品
、
さ
ら
に
こ
れ

ら
の
製
品
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
部
品
、
若
干
の
部
品
か
ら
で
き

て
い
る
取
り
換
え
可
能
な
部
分
、
お
よ
び
材
料
が
含
ま
れ
る
。

４
）

徐
錫
金

・
霍
霞
ほ
か
「
電
子
廃
棄
物
分
解
地
区
の

児
童
の
血
中
鉛
レ
ベ
ル

」
『
環
境
と
健
康
雑
誌

』
二
〇
〇
六

年
一
期
。

５
）
「
立
法
法
」
に
基
づ
く
と
、
中
国
の
法
律
体
系
は
以
下
の
部
分

か
ら
構
成
さ
れ
る
。
①
法
律
（
全
国
人
民
代
表
大
会
と
そ
の
常
務

北研48(2・ )165 401
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委
員
会
が
制
定
す
る
）
、
②
行
政
法
規
（
国
務
院
が
制
定
す

る
）
、
③
地
方
性
法
規
（
省
、
自
治
区
、
直
轄
市
、
自
治
区
の
人

民
政
府
が
お
か
れ
て
い
る
市
、
経
済
特
区
が
お
か
れ
て
い
る
市
と

国
務
院
が
批
准
し
た
比
較
的
大
き
な
市
、
経
済
特
区
が
お
か
れ
て

い
る
省
、
市
の
人
民
代
表
大
会
お
よ
び
そ
の
常
務
委
員
会
が
制
定

す
る
）
、
④
自
治
条
例
と
単
行
条
例
（
民
族
自
治
地
方
の
人
民
代

表
大
会
が
制
定
す
る
）
、
⑤
部
門
規
則

）
（
国
務
院

の
各
部
、
委
員
会
、
中
国
人
民
銀
行
、
会
計
監
査
署

、
お
よ
び
行
政
管
理
職
能
を
備
え
た
直
属
機
関
が
制
定
す

る
）
、
⑥
地
方
政
府
規
則

（
省
、
自
治
区
、

直
轄
市
、
お
よ
び
比
較
的
大
き
な
市
の
人
民
政
府
が
制
定
す

る
）
。

６
）

尤
勇
ほ
か
「
北
京
に
お
け
る
電
子
廃
棄
物
処
理
の
概
要
紹
介

」
『
投
資
北
京
（

）
』
二
〇
〇
八
年
第
六
期
三
四
頁
、

従
容

ほ
か

「
中
国
の
都
市
に
お
け
る
電
子
廃
棄
物
回
収
処
理
の
現
状
｜

天

津
市
の
調
査
よ
り

｜

」
『
資
源
科
学

』
二
〇

〇
九
年
第
五
期
八
三
八
頁
、
劉
枚
蓮

ほ
か
「
広
西
に

お
け
る
電
子
廃
棄
物
回
収
の
現
状
と
問
題
の
分
析

」
『
工
業
技
術
経
済

』
二
〇
〇
九
年
第
六
期
二
六
頁
、
銭
暁
君

「
成
都
市
に
お
け
る
電
子
廃
棄
物
回
収
体
系
の
探
究
｜

成
都
再

生
資
源
回
収
体
系
の
分
析
よ
り

｜

」
『
大
衆
商

務

』
二
〇
〇
九
年
第
一
四
期
二
五
七
頁
を
参
照
。

目
下
の
と
こ
ろ
中
国
政
府
は
廃
棄
電
気
器
具
・
電
子
製
品
の
流
れ

に
関
す
る
統
計
を
と
っ
て
い
な
い
た
め
、
今
あ
る
統
計
数
値
は
、

研
究
者
が
個
別
の
都
市
を
調
査
し
て
得
た
数
値
に
限
定
さ
れ
る
。

７
）

た
と
え
ば
海
爾
グ
ル
ー
プ

、T
C
L

グ
ル
ー
プ

（T
C

、
長
虹
グ
ル
ー
プ

な
ど
。

８
）

李
広
兵

「
電
子
廃
棄
物
管
理
立
法
の
研
究

」
『
四
川
師
範
大
学
学
報

）
』
二
〇
〇
六
年

第
五
期
七
三
頁
。

９
）

詳
細
な
情
況
は
、
頼
芸

「
台
州
に
お
け
る
電
子
廃
棄

物
調
査
研
究
報
告

）
」
『
世
界
環
境

』
二
〇
〇
四
年
第
三
期
五
九
頁
、
新
浪
網
（

）
「
広
東
清
遠
竜
塘
鎮
、
毎
年
百
万
ト
ン
の
外
国
産
ご
み
を

回
収
処
理

）」
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を
参
照
。h

ttp
: //
n
ew
s.sin

a
.co
m
.c
n
/
c
/
2
0
0
7
-0
6
-0
8
/

020213178501.shtm
l

10
）

中
国
財
経
信
息
網

「
家
庭
用
電
気
製
品
の
下
取
り

販
売
試
験
地
を
山
東
に
選
定
、
回
収
業
は
再
編
に
直
面

）
」
、h t t p

: /
/

w
w
w
.022net.co

m
/2009 /6-13 /483471232715240.h

tm
l

（
訳

注
４
）

11
）

新
華
網

「
電
子
ご
み
第
一
鎮
の
改
変
（

」
、h

ttp
: //
n
ew
s.x
in
h
u
a
n
e
t.c
o
m
/

focus /2005-04 /24 /co
ntent 2864341.h

tm

12
）
「
青
島
市
に
お
け
る
不
用
ま
た
は
中
古
の
家
庭
用
電
気
製
品
・

電
子
製
品
の
回
収
処
理
試
験
に
関
す
る
暫
定
規
則

）
」
、
「
浙
江
省
に

お
け
る
不
用
ま
た
は
中
古
の
家
庭
用
電
気
製
品
・
電
子
製
品
の
回

収
処
理
試
験
に
関
す
る
暫
定
規
則

）
」
、
お
よ
び
「
機
関
、
事
業
単

位
、
国
有
企
業
な
ど
に
お
い
て
不
用
ま
た
は
中
古
の
家
庭
用
電
気

製
品
・
電
子
製
品
の
回
収
処
理
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
に
関
す
る

通
知

」
に
分
け
ら
れ
る
。

13
）

二
〇
〇
八
年
二
月
一
日
か
ら
実
施
さ
れ
た
「
電
子
廃
棄
物
に
よ

る
環
境
汚
染
を
防
除
し
管
理
す
る
た
め
の
規
則

」
に
よ
り
、
電
子
類
危
険
廃
棄
物
の
関
連

活
動
に
起
因
す
る
環
境
汚
染
の
防
除
に
は
、
「
固
体
廃
棄
物
に
よ

る
環
境
汚
染
を
防
除
す
る
た
め
の
法
律

）
」
の
危
険
廃
棄
物
管
理
に
関
す
る
規
定
（
第
二
条
第
三

項
）
を
適
用
す
る
こ
と
が
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。

14
）
「
電
子
情
報
製
品
に
よ
る
汚
染
を
制
御
・
管
理
す
る
た
め
の
規

則

）
」
第
三
条
第
（
一
）

款
に
基
づ
く
と
、
電
子
情
報
製
品
と
は
、
電
子
情
報
技
術
を
用
い

て
製
造
さ
れ
る
電
子
レ
ー
ダ
ー
製
品
、
電
子
通
信
製
品
、
放
送
テ

レ
ビ
製
品
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
製
品
、
家
庭
用
電
子
製
品
、
電
子
測

量
器
械
製
品
、
電
子
専
用
製
品
、
電
子
部
品
お
よ
び
主
要
部
品
製

品
、
電
子
応
用
製
品
、
電
子
材
料
製
品
な
ど
の
製
品
お
よ
び
そ
れ

ら
の
部
品
な
ど
の
一
〇
種
類
を
指
す
。
電
子
情
報
製
品
に
は
冷
蔵

庫
、
洗
濯
機
、
空
気
調
節
機
等
の
家
庭
用
電
気
器
具
製
品
な
ど
の

製
品
（
組
み
立
て
完
成
品
）
は
含
ま
れ
な
い
が
、
一
部
の
家
庭
用

電
気
器
具
製
品
の
組
み
立
て
部
品
は
電
子
情
報
製
品
に
属
し
、
そ

の
販
売
時
に
は
単
独
の
商
品
と
し
て
「
電
子
情
報
製
品
に
よ
る
汚

染
を
制
御
・
管
理
す
る
た
め
の
規
則

北研48(2・ )167 403
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」
の
束
縛
を
受
け
る
。

15
）
「
民
法
通
則

」
に
基
づ
く
と
、
自
然
人
が
法
律

の
認
め
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
法
に
基
づ
き
審
査
を
経
て
登
記
を

許
可
さ
れ
、
商
工
業
経
営
に
従
事
す
る
場
合
、
こ
れ
を
個
人
経
営

の
商
工
企
業
体

と
い
う
。
自
然
人
と
個
人
経
営

の
商
工
業
企
業
体
と
の
相
違
点
は
、
商
工
管
理
部
門
に
よ
っ
て
監

視
・
管
理
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
あ
る
。
自
然
人
と
し
て
廃
棄
電
気

器
具
・
電
子
製
品
を
処
理
す
る
場
合
は
、
商
工
登
記
手
続
き
を
し

て
い
な
い
た
め
、
商
工
部
門
は
こ
れ
を
監
視
・
管
理
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
一
方
、
〔
個
人
経
営
の
商
工
企
業
体
に
つ
い
て
は
〕

「
個
人
経
営
の
商
工
企
業
体
の
検
査
照
合
規
則

）
」
に
よ
り
、
商
工
行
政
管
理
機
関
が
毎
年
一
定

の
時
期
に
（
一
月
一
日
か
ら
五
月
三
一
日
ま
で
）
、
検
査
照
合

方
式
を
通
じ
て
、
法
律
に
基
づ
き
、
前
年
度
の
個
人
経

営
の
商
工
企
業
体
の
登
記
事
項
と
経
営
状
況
を
検
査
す
る
こ
と
で

監
視
・
管
理
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

16
）
「
都
市
と
農
村
に
お
け
る
個
人
経
営
の
商
工
企
業
体
管
理
に
関

す
る
暫
定
条
例

」
に
よ
る

と
、
個
人
経
営
の
商
工
企
業
体
は
、
資
本
、
従
業
員
、
場
所
な
ど

を
登
録
す
る
必
要
は
な
い
。
経
営
能
力
を
有
す
る
都
市
や
町
の
業

界
人
、
農
村
の
村
民
、
お
よ
び
国
家
政
策
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
そ

の
他
の
人
員
は
、
個
人
商
工
経
営
へ
の
従
事
を
申
請
で
き
、
法
律

に
基
づ
く
審
査
を
経
て
登
記
が
許
可
さ
れ
る
と
、
個
人
経
営
の
商

工
企
業
体
と
な
る
。

17
）

O
E
C
D
.
(2001).

E
x
ten
ded
 
an
d
 
S
h
ared

 
P
ro
ducer

 
R
espo

nsib
ility
:
A
 
G
u
id
an
ce for G

ov
ernm

en
ts.
P
aris:

O
E
C
D
,
p
18.

18
）

こ
れ
は
、
広
東
省
貴
嶼

）
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
家
庭
内

手
作
業
工
場
が
多
数
集
ま
っ
て
い
る
地
区
の
た
め
に
特
別
に
作
ら

れ
た
規
定
で
あ
る
。
貴
嶼
で
は
二
八
の
村
の
う
ち
二
一
の
村
に
お

い
て
、
五
五
〇
〇
軒
以
上
の
家
庭
が
電
子
廃
棄
物
の
分
解
・
再
生

利
用
業
に
従
事
し
て
お
り
、
原
材
料
の
買
い
付
け
か
ら
分
解
、
再

生
利
用
へ
と
つ
な
が
る
産
業
連
鎖
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
産

業
連
鎖
が
生
み
出
す
生
産
額
は
、
鎮
全
体
の
工
業
総
生
産
額
の
九

〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
る
た
め
、
〔
こ
の
産
業
は
〕
当
該
地

域
の
経
済
的
基
幹
産
業
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
農
民
に
と
っ
て
は

お
も
な
収
入
源
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
〔
こ
の
産
業
を
〕
取

り
締
ま
る
、
あ
る
い
は
短
期
間
の
う
ち
に
資
格
に
合
致
す
る
企
業

に
転
化
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
資
料
の
出
典
は
、
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貴
嶼
鎮
政
府
「
貴
嶼
鎮
貴
嶼
に
お
け
る
循
環
経
済
発
展
に
関
す
る

情
況
報
告

」
、

http: //
w
w
w
.g
u
iy
u
.g
o
v
.cn
/
zw
g
k
d
eta
il.a
sp
?fla
g
＝

in
dustry

&
typ
e ＝
1&
id ＝
1

（
訳
注
５
）

19
）

テ
レ
ビ
一
台
四
〇
〇
元
、
冷
蔵
庫
（
冷
凍
庫
を
含
む
）
一
台
三

〇
〇
元
、
洗
濯
機
一
台
二
五
〇
元
、
空
気
調
節
機
一
台
三
五
〇

元
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
一
台
四
〇
〇
元
。

20
）

購
買
者
が
中
古
の
家
庭
用
電
気
製
品
を
売
り
易
く
す
る
た
め
、

中
古
の
家
庭
用
電
気
製
品
の
回
収
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
回
収
方
法
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。
家
庭
用
電
気
製
品
生
産
企
業
（
販
売
後
の
ア

フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
機
構
）
、
販
売
企
業
、
回
収
専
門
企
業
、
お
よ

び
分
解
処
理
企
業
な
ど
は
す
べ
て
、
試
験
省
・
市
の
関
連
部
門
が

組
織
す
る
家
庭
用
電
気
製
品
下
取
り
販
売
回
収
企
業
の
入
札
募
集

活
動
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

21
）

国
家
商
務
部

「
十
一
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク

〔
一
〇
月
一
日
国
慶
節
の
大
型
連
休
〕
後
の
家
庭
用
電
気
製
品
下

取
り
販
売
が
、
ま
た
新
記
録
を
達
成
し
た
（

、h
ttp
: /
/
w
w
w
.m
o
fc
o
m
.g
o
v
.c
n
/

aa
rticle

/
su
b
je
c
t /
x i a x i a n g

/
s u b j e c t n

/
2 0 0 9 1 0

/

20091006563189.h
tm
l

，

「
家
庭
用
電
気
製
品
下
取
り
販
売
に

よ
り
回
収
さ
れ
た
家
庭
用
電
気
製
品
が
五
〇
〇
万
台
を
突
破
、
回

収
利
用
の
効
果
が
は
じ
め
て
現
れ
る

500

，

」
、h

ttp
: //sy

gg
s.

m
o
fco
m
.g
o
v
.cn
/a
a
rticle /a

f /201001 /20100106747393.

h
tm
l

（
訳
注
６
），
「
家
庭
用
電
気
製
品
下
取
り
販
売
が
加
速
、

販
売
額
二
〇
〇
億
元
突
破

，

200

」
、h

ttp: //syggs.m
ofcom

.gov.cn /aarticle /

a
f /201001 /20100106760020.h

tm
l

を
参
照
（
訳
注
７
）
。

22
）

国
家
商
務
部

「
山
東
省
に
お
け
る
不
用
ま
た

は
中
古
の
家
庭
用
電
気
製
品
の
買
い
付
け
量
が
大
幅
に
低
下

」
、h

ttp
: /
/
so
u
su
o
.

m
o
fco
m
.g
o
v
.cn
/q
u
ery
/q
u
ery
D
eta
il.jsp

?a
rtic
leid
＝

20090806474430&
q
u
ery
＝
%
E
4%
B
B
%
A
5%
E
6%
97%

A
7%
E
6%
8D
%
A
2%
E
6%
96%

B
0

23
）

王
峰
「
家
庭
用
電
気
製
品
「
下
取
り
販
売
」
に
お
け
る
回
収
・

分
解
の
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
を
早
急
に
解
決
す
べ
き
で
あ
る

“

”

」
『
中
国
消
費
者

報

）
』
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
二
六
日
。

24
）

国
家
商
務
部

「
商
務
部

公
庁
、
財
政
部

公
庁
、
環
境
保
護
部

公
庁
、
工
商
総
局

公
庁
に
よ
る
、
家
庭
用
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電
気
製
品
下
取
り
販
売
活
動
に
関
連
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
通
知

、

）
」

（
二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
日
発
布
）
、h

ttp: //w
w
w
.m
o
fcom

.

g
o
v
.cn
/a
a
rticle /su

b
ject /x

ia
x
ia
n
g
/su
b
jectn

/200912 /

20091206665749.h
tm
l

25
）

王

「
家
庭
用
電
気
製
品
の
下
取
り
販
売
は
「
購
入
と
引
き
取

り
を
同
時
に
行
う
」
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
分
解
の
段
階
に

隠
れ
た
問
題
が
あ
る

“

”

，

）
」
「
北
京
商
報

」
二
〇
〇
九
年
一
二

月
一
四
日
。

26
）

国
家
商
務
部

「
商
務
部
は
再
生
資
源
回
収
体

系
の
建
設
を
強
力
に
推
進
す
る

）
」
、h
ttp
: /
/
sy
g
g
s.m
o
fc
o
m
.g
o
v
.c
n
/

aa
rticle /ztzzn /a

n /200602 /20060201585312.h
tm
l

（
訳
注

８
）

27
）
「
商
務
部
・
財
政
部
に
よ
る
再
生
資
源
回
収
体
系
の
建
設
を
加

速
度
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
関
す
る
通
知
（

、

）
」
（
二
〇
〇
九

年
三
月
二
七
日
発
布
）
を
参
照
。http

: //w
w
w
.m
ofco

m
.go
v.

cn
/aa
rticle /b

/g /200905 /20090506217765.h
tm
l

28
）

注
（
26
）
に
同
じ
。

29
）

杜
歓
政

「
浙
江
省
永
康
市
に
お
け
る
再
生
可
能
資

源
回
収
体
系
建
設
の
実
践

）
」
『
電
器

）
』
二
〇
〇
七
年
第
五
期
二
六
頁
。

30
）

詳
細
な
情
況
は
、
国
家
商
務
部

の
「
上
海
市

に
お
け
る
再
生
資
源
回
収
体
系
建
設
試
験
の
段
階
的
査
収
通
過
に

関
す
る
書
簡

」
を
参
照
。http: //syg

gs.m
ofco

m
.g
ov
.

cn
/aa
rticle /ztzzn /a

n /200812 /20081205935423h
tm
l

（
訳

注
９
）

31
）

商
務
部

「
商
務
部

公
庁
の
第
二
回
再
生
資
源
回

収
体
系
建
設
試
験
活
動
を
組
織
し
展
開
す
る
こ
と
に
関
す
る
通
知

」
、h

ttp
: //sy

g
g
s.m
o
fco
m
.g
o
v
.cn
/

a
article /sm

zx
/200906 /20090606361778.h

tm
l

（
訳
注
10
）

32
）

O
E
C
D
.
(1996).
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P
rogram

m
es.
P
a
ris:
O
E
C
D
,
(O
C
D
E
/G
D
)
(96)

48),
p15

16.

33
）

O
E
C
D
.
(1998).

E
x
ten
ded
 
an
d
 
S
h
ared

 
P
ro
du
cer

 
R
espo

nsib
ility
.
P
h
ase2.

F
ra
m
ew
o
rk
 
R
ep
ort.

P
a
ris:

O
E
C
D
.
(E
N
V
/E
P
O
C
/P
P
C
(97)

20 /R
E
V
2),
p
19
20.

34
）

注
（
17
）
に
同
じ
。

35
）

吉
野
敏
行
「
排
出
者
責
任
と
拡
大
生
産
者
責
任
の
理
論
」
、
山

谷
修
作
編
著
『
循
環
型
社
会
の
公
共
政
策
』
五
二
頁
（
中
央
経
済

社
・
二
〇
〇
二
年
）
。

36
）

そ
の
好
例
の
ひ
と
つ
が
日
本
で
あ
る
。
「
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法

〔
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
〕
」
が
製
造
者
に
対
し
製
品
の

再
生
利
用
義
務
を
課
す
規
定
を
お
い
て
い
る
た
め
、
再
生
処
理
コ

ス
ト
を
下
げ
た
い
と
い
う
原
動
力
が
働
き
、
製
造
者
は
製
品
の
設

計
・
生
産
の
各
段
階
に
お
い
て
よ
り
一
層
環
境
要
素
を
考
慮
す
る

こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
原
料
を
減
ら
し
た
り
、

長
持
ち
す
る
製
品
や
分
解
し
や
す
い
製
品
を
考
案
し
た
り
、
さ
ら

に
は
部
品
の
標
準
化
を
推
進
し
、
部
品
数
や
ね
じ
数
を
減
ら
し
た

り
組
み
合
わ
せ
た
り
す
る
な
ど
、
手
作
業
に
よ
る
分
解
や
個
別
処

理
が
よ
り
容
易
に
で
き
る
よ
う
に
し
、
〔
以
て
〕
環
境
に
配
慮
し

た
設
計
を
す
る
と
い
う
責
任
を
果
た
す
よ
う
促
し
た
の
で
あ
る
。

日
本
産
業
構
造
審
議
会
環
境
部
会
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
小
委
員

会
（
第
一
二
回
）
配
布
資
料
「
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
施
行
状
況

に
つ
い
て
」，

h
ttp
: //
w
w
w
.m
eti.g

o
.jp
/
co
m
m
ittee

/

d
ow
nloa

dfiles /g
40917b60j.pd

f

訳
注

訳
注
１
）

本
稿
原
文
に
は

」
と
あ
る
が
、
正
し
く
は

」
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
、
後

者
に
基
づ
き
訳
し
て
あ
る
。

訳
注
２
）

二
〇
〇
九
（
平
成
二
一
）
年
一
二
月
五
日
（
土
）
一
三
時

〜
一
七
時
半
、
関
西
大
学
尚
文
館
一
階
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
Ａ

Ｖ
大
教
室
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
、
三
研
究
所
（
東
西
学
術

研
究
所
、
経
済
・
政
治
研
究
所
、
法
学
研
究
所
）
公
開
合
同

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ア
ジ
ア
の
環
境
問
題
と
日
本
の
役
割
」
を

指
す
。

訳
注
３
）

th
e

が
二
度
続
く
が
、
原
文
マ
マ
で
あ
る
。

訳
注
４
）

二
〇
一
二
年
一
一
月
一
三
日
現
在
、
こ
のU

R
L

で
当
該

題
目
の
文
章
を
閲
覧
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
新
天
地
静
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脈
産
業
園
に
関
す
る
別
の
文
章
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

訳
注
５
）

二
〇
一
二
年
一
一
月
一
三
日
現
在
、
こ
のU

R
L

で
当
該

文
章
を
閲
覧
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

訳
注
６
）

二
〇
一
二
年
一
一
月
一
三
日
現
在
、
当
該
文
書
は
つ
ぎ
の

U
R
L

で
閲
覧
で
き
る
。http

: //ltfzs.m
o
fcom

.g
ov
.cn /

a
article /af /201001 /20100106747393.h

tm
l

訳
注
７
）

二
〇
一
二
年
一
一
月
一
三
日
現
在
、
当
該
文
書
は
つ
ぎ
の

U
R
L

で
閲
覧
で
き
る
。http

: //ltfzs.m
o
fcom

.g
ov
.cn /

a
article /af /201001 /20100106760020.h

tm
l

訳
注
８
）

二
〇
一
二
年
一
一
月
一
三
日
現
在
、
こ
のU

R
L

で
当
該

文
章
を
閲
覧
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

訳
注
９
）

二
〇
一
二
年
一
一
月
一
三
日
現
在
、
当
該
文
書
は
つ
ぎ
の

U
R
L

で
閲
覧
で
き
る
。http

: //ltfzs.m
o
fcom

.g
ov
.cn /

a
article /ztzzn /a

n /200812 /20081205935423.h
tm
l

訳
注
10
）

二
〇
一
二
年
一
一
月
一
三
日
現
在
、
当
該
文
書
は
つ
ぎ
の

U
R
L

で
閲
覧
で
き
る
。http

: //ltfzs.m
o
fcom

.g
ov
.cn /

a
article /sm

zx
/200906 /20090606361778.h

tm
l

訳
者
あ
と
が
き

本
稿
の
原
文
は
、
関
西
大
学
政
策
創
造
学
部
編
『
政
策
創
造
研
究
』

第
三
号
（
二
〇
一
〇
年
三
月
）
四
一
〜
五
九
頁
掲
載
の
、で

あ
る
。
本
稿

は
、
関
西
大
学
政
策
創
造
学
部
孝
忠
延
夫
教
授
、
お
よ
び
原
著
者
で
あ

（
鍾
衛
紅
）
教
授
の
ご
快
諾
を
得
て
試
訳
し
た
も
の
で
あ

る
。
冒
頭
の
目
次
と
、
本
文
お
よ
び
注
に
含
ま
れ
る
〔

〕
は
、
訳
者

が
挿
入
し
た
。
翻
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
曹
維
君
先
生
よ
り
大
変
貴
重
な

ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
。
心
よ
り
深
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
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